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平成27年９月７日 開会 

平成27年９月25日 閉会 

  （定例第６回） 



南部町告示第62号

平成27年第６回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

平成27年８月21日

南部町長 坂 本 昭 文

記

１．期 日 平成27年９月７日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

米 澤 睦 雄君 板 井 隆君

植 田 均君 景 山 浩君

杉 谷 早 苗君 青 砥 日出夫君

細 田 元 教君 石 上 良 夫君

井 田 章 雄君 亀 尾 共 三君

秦 伊知郎君

○９月８日に応招した議員

真 壁 容 子君

○応招しなかった議員

な し
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平成27年 第６回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

平成27年９月７日（月曜日）

議事日程（第１号）

平成27年９月７日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第７号 平成26年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第８号 平成26年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第９号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第51号 平成26年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第52号 平成26年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第53号 平成26年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第54号 平成26年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第55号 平成26年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第56号 平成26年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第57号 平成26年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第58号 平成26年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第59号 平成26年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第60号 平成26年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第61号 平成26年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第62号 平成26年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第63号 南部町個人情報保護条例の一部改正について

日程第21 議案第64号 南部町手数料徴収条例の一部改正について
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日程第22 議案第65号 南部町税条例の一部改正について

日程第23 議案第66号 南部町職員の再任用に関する条例及び南部町議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第67号 南部町特別医療費助成条例の一部改正について

日程第25 議案第68号 平成27年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第26 議案第69号 平成27年度南部町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第70号 平成27年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第71号 土地の無償貸付について

日程第29 議案第72号 辺地に係る公共施設の総合整備計画の変更について

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第７号 平成26年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第８号 平成26年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第９号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第51号 平成26年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第52号 平成26年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第53号 平成26年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第54号 平成26年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第55号 平成26年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第56号 平成26年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第57号 平成26年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第58号 平成26年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第59号 平成26年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について
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日程第17 議案第60号 平成26年度南部町水道事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第18 議案第61号 平成26年度南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第19 議案第62号 平成26年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定について

日程第20 議案第63号 南部町個人情報保護条例の一部改正について

日程第21 議案第64号 南部町手数料徴収条例の一部改正について

日程第22 議案第65号 南部町税条例の一部改正について

日程第23 議案第66号 南部町職員の再任用に関する条例及び南部町議会の議員その他非常勤の

職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について

日程第24 議案第67号 南部町特別医療費助成条例の一部改正について

日程第25 議案第68号 平成27年度南部町一般会計補正予算（第３号）

日程第26 議案第69号 平成27年度南部町水道事業会計補正予算（第１号）

日程第27 議案第70号 平成27年度南部町病院事業会計補正予算（第１号）

日程第28 議案第71号 土地の無償貸付について

日程第29 議案第72号 辺地に係る公共施設の総合整備計画の変更について

出席議員（13名）

１番 白 川 立 真君 ２番 三 鴨 義 文君

３番 米 澤 睦 雄君 ４番 板 井 隆君

５番 植 田 均君 ６番 景 山 浩君

７番 杉 谷 早 苗君 ８番 青 砥 日出夫君

９番 細 田 元 教君 10番 石 上 良 夫君

11番 井 田 章 雄君 12番 亀 尾 共 三君

14番 秦 伊知郎君

欠席議員（１名）

13番 真 壁 容 子君

欠 員（なし）
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事務局出席職員職氏名

局長 唯 清 視君 書記 岩 田 典 弘君

書記 小 林 公 葉君

書記 中 上 和 也君

説明のため出席した者の職氏名

町長 坂 本 昭 文君 副町長 陶 山 清 孝君

教育長 永 江 多輝夫君 病院事業管理者 吉 原 賢 郎君

総務課長 加 藤 晃君 行財政改革推進室長 三 輪 祐 子君

企画政策課長 上 川 元 張君 防災監 種 茂 美君

税務課長 伊 藤 真君 町民生活課長 山 根 修 子君

教育次長 板 持 照 明君 総務⋞学校教育課長 清 水 達 人君

病院事務部長 中 前 三紀夫君 健康福祉課長 山 口 俊 司君

福祉事務所長 頼 田 光 正君 建設課長 芝 田 卓 巳君

上下水道課長 仲 田 磨理子君 産業課長 頼 田 泰 史君

監査委員 須 山 啓 己君

議長挨拶

○議長（秦 伊知郎君） 最初に、御挨拶を申し上げます。

平成２７年９月定例会の開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

朝晩秋の気配が感じられるようになりましたが、町民の皆様方におかれましては、くれぐれも

体調管理、健康管理に御留意され、御自愛なされますようお願い申し上げます。

さて、一昨年の７月には、山陰地方は大雨に見舞われ、南部町でも大きな被害が発生いたしま

した。床上、床下浸水はもとより、集落が孤立する事態が生じ、国道１８０号線では土砂崩れに

より道路が閉鎖となりました。自然災害のすさまじさ、そして常日ごろから備えについての大切

さを肝に銘じたところであります。

本年におきましても大型台風が発生し、山陰地方を直撃との予報もありましたが、幸いなこと

に軽微な被害で済み、安堵しているところであります。

さて、国におきましては、安全保障法制を構成する１１法案が衆議院を通過し、参議院で審議

されています。違憲、合憲論議の焦点となっています集団的自衛権に対し、日本の平和と安全に
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とって真に大切なものは何かを考え、判断いただきたいとお願いする次第であります。

内閣官房と内閣府は、８月２７日に地方創生関連の２０１６年度予算の概算要求を発表いたし

ました。２０１６年度に創設する新型交付金は、地方自治体への支給額を１，０８０億円とし、

自治体負担を含む事業ベースでは計２，１６０億円となるとしております。支援対象は人口減少

対策の５カ年計画、地方版総合戦略を来年３月までに作成した都道府県と市区町村、地方に移住

する高齢者の生活拠点を整備する「生涯活躍のまち」構想や、複数の自治体が連携した観光振興

の取り組みの支援をするとのことであります。

我が町南部町におきましても、国が策定を求めた地方総合戦略の内容を検討していました住民

らの組織、なんぶ創生１００人委員会が町に最終提案を示しており、今議会で内容の説明を受け

ると予定しております。

さて、本定例会は、２６年度決算認定、２７年度補正予算案、条例の一部改正等の付議案件に

ついて御審議いただく予定となっております。

後ほど町長から議案の内容についての説明がございます。議員の皆様方におかれましては、提

出されました諸議案に対し、慎重なる審議をいただき、適正かつ妥当な議決に達することをお願

い申し上げて、御挨拶といたします。

町長挨拶

○町長（坂本 昭文君） ９月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、日ごろは議会活動を通じまして町政の発展に御尽瘁をいただいて

おりまして、ありがとうございます。

おかげさまで今日まで、本議会議場で御報告を申し上げなければならないような大きな事件や

事故は発生しておりませんで、大変うれしく思っております。特に火災もこの間、１件も発生し

なかったということで安堵しておるところでございます。

８月の２９日には、なんぶ創生１００人委員会で取り組んでいただきました南部町版総合戦略

を全体会で取りまとめをいただきまして、最終報告をいただいたところでございます。春から５

つの部会に分かれまして６回から７回もお集まりをいただきまして、真剣に議論していただき、

感謝にたえないところでございます。本議場を通じまして関係者の皆様に厚くお礼を申し上げた

いと思います。

この総合戦略でございますけれども、本議会中に議会のほうにも御説明をさせていただきまし

て最終的な調整をし、今月中には国のほうへ報告をすると、こういう運びでございますので、御
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承知おきいただきまして、よろしくお願いを申し上げたいと思います。

さて、６月から８月の間の出生数でございますけれども１６人、そしてお亡くなりになった方

が５２人というぐあいに承知をいたしておりまして、８月末現在の人口が１万１，２６９人とい

うことでございます。相変わらず人口減少傾向には歯どめがかからないという状況になっておる

ところでございます。高齢者の状況でございますけれども、高齢化率が３３．３％ということに

なっておりまして、特に後期高齢者は１７％を占めておるわけでございます。そういう高齢化と、

そして出生数の減少ということで人口減少になかなか歯どめがかからない、こういう状況になっ

ておるところでございます。

さて、本議会におきましては、平成２６年度の一般会計など決算を初め、２７年度の一般会計

の補正予算など、合計で２２の議案を提案し、御審議をいただくわけでございますが、いずれの

議案につきましても町政の推進には必要なものと思っておりますので、慎重御審議をいただきま

して全議案とも御賛同賜りたいということでございます。よろしくお願いを申し上げまして、御

挨拶にかえたいと思います。

午後１時００分開会

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１３人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、平成２７年第６回南部町定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

⋞ ⋞

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１番、白川立真君、２番、三鴨義文君。

⋞ ⋞

日程第２ 会期の決定

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、１９日間といたしたいと思います。これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、１９日間と決定いたしました。
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⋞ ⋞

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

⋞ ⋞

日程第４ 諸般の報告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告をいたします。

まず、西部町村議会議長会臨時総会の報告をいたします。

７月９日に、臨時総会、連絡会議が開催されました。

２６年度事業報告、２６年度決算の認定、役員改選が主な議題でありました。

２６年度の歳入合計は４６８万７，６８６円、歳出合計は３８６万８，１１６円でありました。

役員の改選は、会長に村上日南町議長、副会長に細田伯耆町議長、川上江府町議長、幹事に小

谷日野町議長と私が選任されました。任期は２年間であります。

連絡会の議題といたしましては、正副議長局長研修会、行政調査研修会、自治功労者表彰式並

びに議員研修会、西部広域行政管理組合議会委員会委員候補についてでありました。

次に、全国森林環境税創設促進議員連盟定期総会についてであります。

７月１６日から１７日に、新潟県村上市において第２２回の定期総会が開催されました。

国民の生命の源を育む森林の保全と山村振興のため、二酸化炭素排出源を課税対象とする新た

な税財源として、全国森林環境税の早期実現、石油石炭税の特別措置による一定割合を市町村の

森林面積に応じて譲与する仕組みの構築を目指す。

また、財政面の対応として、森林整備を行う業者に負担を求めない措置を講ずるよう、全国の

首長で構成されている全国森林環境税創設促進連盟とともに連携を図り、活動することを再確認

とし、提案された議案は全て承認されました。次期総会を岐阜県高山市と決定し、閉会いたしま

した。

次に、西部町村議会正副議長局長研修会であります。

７月２４日、大山町において正副議長局長研修会が開催されました。

内容は、各町村議会事務局から提出を受けた、事実上起こった議会運営の諸問題、想定される

諸問題などについてを研修課題として、考え方、運営に関する注意点について各町村議会から意

見を求め、最後に県町村議会事務局から助言を得るという方法を実施しております。この会にお
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ける考え方を基礎といたしまして、より効率的かつ民主的な議会運営を図るよう考えてまいりま

す。

次に、西部広域行政管理組合臨時議会についてであります。

７月３１日、臨時議会が開催されました。第３回目の臨時議会であります。

主な議案は、２７年一般会計補正予算、財産の取得、教育委員会委員の任命であります。

一般会計の補正は、皆生出張所、屈折はしご車の修理費２０７万９，０００円が主なものであ

ります。

財産の取得は、消防体制の強化充実を図るため、老朽化した米子消防署西部出張所及び江府消

防署生山出張所のポンプ自動車の更新、これは２台で取得額は５，９０７万６，０００円であり

ました。

教育委員会委員の任命は、２名の欠員が生じたことによる議員の同意を求めるものであります。

教育委員として任命された方は、金山正義さん、杵村由紀子さんが任命され、同意されました。

次に、西部町村議会議長会行政調査研修であります。

研修会は、８月２５日から２７日の３日間の日程で、新潟県長岡市山古志村、山形県川西町を

訪問いたしました。

研修内容は、長岡市山古志村では中越地震からの復興、中山間地域の振興方策と関係施設見学

として、震災メモリアル施設、やまこし復興交流館おらたる、住宅が水没した現場を整備した木

籠メモリアルパーク、景観に配慮した竹沢団地、復興住宅等を見学し、復興状況の説明を受けま

した。

山形県川西町では町民に開かれた議会活動として、住民に開かれた議会の活動の様子、議会だ

より、研修中、議会中継による広報方法と編集作成の特色、６次産業化推進計画の取り組みと成

果をテーマに研修いたしました。特に議会報は全国最優秀賞を受賞されており、編集方法、内容

とも充実した内容でありました。資料は事務局に閲覧に付してありますので、ごらんになってい

ただきたいと思います。

次に、自治功労者表彰式⋞町村議会議員研修会であります。

９月１日に、自治功労者表彰式、町村議会議員研修会が開催されました。表彰式では、議員と

して１８年以上在職し、功労のあった３名の方が表彰されました。

研修会には、南部町出身の株式会社武蔵野の代表取締役会長、安田定明氏及び弁護士の新壽夫

氏から「地方再生と企業家精神」という演題で講演をいただきました。

講演では、自身の体験から、人間万事塞翁が馬であり、安易に喜んだり悲しんだりするべきで
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はない。諦めずに努力すれば、やがて勝利を得ることができると述べておられます。また、変化

を恐れず、逆に変化に対応したものが生き残れるとの信念を語られました。会社の存在意義とし

て、お客様の喜びと感動のために会社があると述べておられました。町内出身の方でもあり、感

動しながら話を聞かせていただきました。以上で報告を終わります。

次に、議員からの報告を受けます。

南部箕蚊屋広域連合臨時議会及び定例議会について、細田元教君からの説明を受けます。

９番、細田元教君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（細田 元教君） ９番、細田です。南部箕蚊屋広域連合について、

諸般の報告の中で報告させていただきます。

南部箕蚊屋広域連合議会、６月臨時議会、８月定例会の報告をいたします。

去る６月２９日、平成２７年第２回南部箕蚊屋広域連合臨時議会が開催され、日吉津村議会議

員の改選に伴い、井藤議員、橋井議員が日吉津村から選出されました。

議員構成は選挙の結果、議長に伯耆町の篠原議員、副議長に南部町の秦議員が就任されました。

ほかに平成２７年度一般会計補正予算で、歳入歳出それぞれ１２５万３，０００円増額し、歳

入歳出総額を４億８，９４２万８，０００円とする予算が提案され、可決されました。

第３回定例会は８月１８日開催され、平成２６年度一般会計決算、介護保険事業特別会計並び

に平成２７年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会計補正予算が提案されました。

平成２６年度一般会計決算は、歳入総額５億６４３万９，０００円、歳出総額５億２５５万９，

０００円で、歳入歳出差し引き額は３８８万円でした。前年度と比較して、歳入は２，４２０万

円、５％の増、歳出は２，２９５万５，０００円、４．８％の増でした。

歳出は、主に総務費で職員異動に伴う派遣職員給与等負担金、介護保険制度改正に伴うシステ

ム改修費の増加、民生費では給付費の伸びによる特別会計繰出金や地域包括支援センター職員の

給与等負担金が増額となっています。

介護保険事業特別会計決算では、歳入総額２７億８，５９２万２，０００円、歳出総額２７億

７，９２０万３，０００円で、歳入歳出差し引き額は６７１万９，０００円です。前年度と比較

して、歳入は１億６，２１５万、６．２％の増、歳出は２億３８０万１，０００円、７．９％の

増でした。

介護給付費は２６億９，６４４万７，０００円と、前年度と比較して１億６，３８８万３，０

００円、６．５％の増となりましたが、計画値に対しては９８．８％の執行となりました。

平成２７年度補正予算は、一般会計では歳入歳出それぞれ１，５９３万２，０００円増額し、
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歳入歳出総額は５億５３６万円となりました。介護保険事業特別会計では、歳入歳出それぞれ２，

０９１万９，０００円増額し、歳入歳出総額２７億９，７９１万９，０００円となりました。一

般会計、特別会計とも２６年度決算に基づく補正が主なものでした。

決算については総務常任委員会に付託し、審査された結果、本会議で認定され、補正予算も可

決されました。以上で南部箕蚊屋広域連合議会報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合定例議会の報告を米澤睦雄君か

ら受けます。

３番、米澤睦雄君。

○南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会議員（米澤 睦雄君） ３番、米澤でございます。報告い

たします。

去る８月１７日、南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。

定例会に上程されました議案は２議案で、平成２６年度歳入歳出決算と平成２７年度補正予算

（第１号）であります。

平成２６年度歳入歳出決算の認定については賛成多数で認定、平成２７年度補正予算（第１

号）については全会一致で可決されました。

平成２６年度歳入歳出決算は、歳入総額１億５，１９２万１，２６２円、歳出総額は１億３，

５４１万８，５５６円、差し引き額は１，６５０万２，７０６円であります。実質収支額も同額

の１，６５０万２，７０６円であります。

歳入のうち南部町、伯耆町がそれぞれ負担しました分担金は１億１，１６９万９，０００円で

あり、前年度比３３９万９，０００円の増であります。この分担金の平成２６年度総額の内訳は、

南部町６，９３９万７７０円、伯耆町４，２３０万８，２３０円であります。

歳出のうちクリーンセンター炉内等の修理費用は５，９５１万８，６４４円で、前年度比２０

万９，１６０円の減、収集業務委託、施設点検清掃委託など、委託料は２，９５４万９，４７４

円で、前年度比１５万６，０４４円の減であります。平成２６年度のごみの搬入量につきまして

は３，７１１．１トンであり、前年に比べ収集車による搬入量は３７．６トン減少し、個人の直

接搬入量は２３トン増加したものの、事業所からの直接搬入量は１３２．１トン減少し、全体で

１４６．７トン減少しました。現在のクリーンセンターの施設は、平成４４年度の西部広域での

処理施設集約に向けて延命化を図ることとし、溝口クリーンセンターの一般廃棄物処理もあわせ

て行うこととなりますので、今後もごみの減量化に向けた取り組みを２町で連携をとりながら進

めていくことが求められます。
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平成２７年度補正予算（第１号）につきましては、歳入で前年度繰越金１，６５０万１，００

０円を増額、歳出では同額を予備費に増額し、予算総額を１億４，０２３万２，０００円とする

ものであります。

議案書は議会事務局に供してありますので、閲覧いただきますようにお願いいたします。以上、

南部町⋞伯耆町清掃施設管理組合議会報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、議会で行いました地方行政調査、米澤睦雄君からの報告を受けま

す。

３番、米澤睦雄君。

○地方行政調査特別委員会委員長（米澤 睦雄君） 行政調査特別委員長、米澤でございます。去

る７月１日から３日まで、長野県川上村、南箕輪村の行政調査を行いましたので、報告いたしま

す。

まず、川上村であります。川上村は、役場の所在地が標高１，１８５メートルの高原に位置し、

面積２０９．６１キロ平方メートル、人口４，０００人余りのレタスの生産量が日本有数の村で

あります。川上村では、農家１戸の平均収入が２，５００万円であり、農業収入増加策と村の合

計特殊出生率が１．８３であることから、合計特殊出生率増加策、都市部からの配偶者の増加策、

路線バスの村営化による黒字化策、図書館の２４時間開館について説明を受けました。

農業は村の基幹産業であり、レタス栽培と白菜栽培が全体の８０％を占めています。特にレタ

スの生産量は日本有数であり、村を通ると一面がレタス畑でありました。説明の中では、今でも

レタスを栽培するために山を開墾する農家があるということで、荒廃農地がふえていく南部町か

らすれば信じられない状況であります。ちなみに、水田は小学校用の水田だけということであり

ます。

このレタス生産でありますが、昭和２５年、アメリカ軍の兵士のサラダ用として川上村が選ば

れ、アメリカの指導のもとに栽培が開始され、現在は１，８６０ヘクタールで生産されておりま

す。就労形態は基本的には家族労働であり、農家１戸当たり平均３ヘクタールの耕作面積であり

ます。行政は高原野菜のＰＲ、販路の開拓と販売は農協と、村を挙げて取り組んでいるのが印象

に残りました。行政、農協、農業関係者が一体となり、徹底した特産化を図る姿は、遊休農地の

多い南部町においても一つのヒントになるのではないかと感じました。

合計特殊出生率増加策については、川上村も少子高齢化は例外ではありません。ただ、農業主

体の村であり、若人が都会の大学から帰り、農業従事者は３０歳代、４０歳代が３６％と農業後

継者の定着率が高いのが特徴であります。農家の経営が安定しており、安定した就労の場が確保
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されていることと、ずっと以前から村が主体となって出会い、めぐり会いの会のイベントを行い、

健診も集団から外れた場合は随時に対応、それとともに数世代もの家族の同居等が合計特殊出生

率の増加の要因と考えます。

都市部からの配偶者の増加策につきましては、都会から農業のお手伝いを中心に女性を募集し、

そのまま村の若人と結婚する場合が多いとのことでありました。

路線バスの村営化による黒字化策につきましては、民間事業者の撤退に伴い、村営として黒字

でありましたが、現在は赤字であるそうでございます。ただ、川上村住民、特に通学の交通手段

として必要不可欠なものであります。

図書館の２４時間開館につきましては、図書館の一角を２４時間開館するものでありました。

次に、南箕輪村であります。南箕輪村は、面積４０．９９キロ平方メートル、人口１万５，０

５６人と、日本でも数少ない人口増加の自治体であります。南箕輪村では、人口増加策、景観行

政団体、除雪ボランティア制度について説明を受けました。

人口増加策につきましては、南箕輪村は中央道伊那インターチェンジができてから交通の利便

性、立地条件、地価が安いことから人口がふえ続け、逆に地域コミュニティーの維持、小⋞中学

校の増築などに困ってるという大変うらやましい村でありました。ただ、子育て支援策について

は、他の自治体よりいち早く取り組み、子育てには最適の村とのイメージが定着しており、出生

数が年間１５０人から１６０人、昨年は１８０人とのことでありました。

子育て支援策の内容につきましては、大学就学のための教育資金利子、保証金の補給金助成、

就学前発達障害児童の早期発見、支援のための療養施設の開園以外は、現在の南部町も行ってい

る施策でありました。

また、南箕輪村には信州大学農学部のキャンパスが置かれていますが、これは村有地を無償提

供したものであります。

景観行政団体につきましては、宅地と田園風景の調和のとれた村づくりの推進で、若者から高

齢者まで住みたくなる環境整備を目的として、南箕輪村全域を景観計画区域に指定し、良好な景

観形成のための方針、良好な景観形成のための行為の制限など６項目から成る南箕輪村景観計画

を定めたものであります。村民、事業者、行政の共同の活動による基本理念を、私たちは、子供

たちが明るく元気に育ち、人々の心を豊かにする潤いのある村を後世に引き継げるよう、南箕輪

村の美しい景観を守り、育てていきますとして活動されております。

除雪ボランティア制度につきましては、南箕輪村の除雪体制は、道路管理者、警察などの交通

安全担当、学校、区と地域住民が情報提供と連携を行い、特に地域住民と学校は通学路や学校周
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辺を中心に道路管理者が行う除雪路線以外の道路の除雪に協力する体制をとっておりますが、平

成２５年度からは各区は除雪ボランティア、これは平成２６年度からはまっくん除雪隊という名

称に変更しておりますが、除雪ボランティアを組織し、行政ではなく区長の依頼により区の指定

路線を除雪します。この除雪ボランティアは、あくまでも地域住民一人一人が協力して行う除雪

作業を補完するものであり、ボランティア登録者に負担が集まらないように工夫がされておりま

す。

以上、２つの自治体の行政調査を行いましたが、それぞれの自治体が先を見据えたアイデアを

出し、官民一体となった魅力ある地域づくりにより問題解決に努力をされている姿に感銘を受け

た行政調査でありました。以上、行政調査報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、鳥取県町村議会広報研修会の報告を受けます。杉谷早苗君からの

報告を受けます。

７番、杉谷早苗君。

○広報調査特別委員会委員長（杉谷 早苗君） ７番、杉谷です。鳥取県町村議会広報研修会につ

いて報告をいたします。

去る８月２４日、湯梨浜町国民宿舎水明荘において、鳥取県町村議会広報研修会が開催されま

した。この研修会は毎年行われ、例年、当議会も参加いたしております。

今年度は広報特別委員会メンバー交代があって初めての研修会でしたので、議会報クリニック

にも応募いたしました。このクリニックは、広報誌作成について識者の方にアドバイスをいただ

くものです。

研修会当日は、議会広報サポーターの芳野政明氏による「「住民に読まれ、議会活動が伝わ

る」－議会報の基本と編集技術－」としての講演があり、続いて議会報のクリニックに移りまし

た。

今回のクリニックには、県内１５町村がある中、１１の町村が参加をしておりました。１１の

町村の広報誌ごと、そしてページごとによい点、工夫を要するところなど、厳しく細かく指摘さ

れ、閉会時間が大幅にずれ込むほどのアドバイスを受けました。

当議会報は、３月定例議会を主として掲載した第４２号についてクリニック、診断を受けまし

た。状況を申し上げますと、講師の評価として、タイトルどおりのいい表紙写真です。そして、

最終ページには表写真説明を出して適切ですと、参加者全員の前で講評されます。このほかにも

数カ所適切である評価をいただきましたが、不必要なところ、足らない点など、心すべき指摘も

あり、今後の課題をいただきました。そして、総評では一定の水準にあるとの診断でした。
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このたびの研修会では、各町村のさまざまな取り組みに接し、議会広報調査特別委員会一同、

大いに刺激を受け、今後の糧にしたいものと話し合いました。以上、報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、平成２７年度市町村議会議員研修（地方議員のための政策法務）

について、景山浩君からの説明を求めます。

６番、景山浩君。

○議員（６番 景山 浩君） ６番、景山です。平成２７年度市町村議会議員研修の報告をいた

します。

去る７月２９日から３１日まで、大津市の全国市町村国際文化研究所で実施されました「地方

議員のための政策法務～政策実現のための条例提案に向けて～」を受講いたしました。

地方分権により、自治立法権、すなわち条例制定権が拡大されるに伴い、地方議会にも政策立

案機能、政策監視機能の強化が求められるようになってきております。議会による法令解釈、政

策法務の充実が今後ますます重要度を増すこととなります。

本研修では、まず、憲法や諸法律との関係性からの条例の対象と限界並びに条例制定手順の手

法を学んだ後、班に分かれて条例立案演習を行いました。

私の所属班では、住民参加条例案の作成に取り組みました。条例制定の目的を初めとした総則、

パブリックコメントや公聴会、地域サポートセンターなどの住民参加の具体的な内容を含んだ住

民参加の手続、そして住民の地方行政への直接参加となる住民投票など全３３条から成る条例案

を作成いたしました。他の班では、空き家等の適正管理に関する条例や議会基本条例、住民活動

推進条例などの作成も同時に行われております。

これまでの議会提案条例は、議会基本条例など議会内部を統制する条例や自治体全体の基本理

念を示すような条例が主流でありましたが、今後はより政策に具体的に踏み込んだ条例の提案が

求められるとともに、法解釈理論に基づく執行部提案の条例に対する監視など、議会や議員に与

えられている権能に見合った能力向上が求められてくるとの認識を新たにさせられた研修内容で

ありました。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、同じ市町村議員研修であります２７年度自治体福祉行政入門、白

川立真君から報告を受けます。

１番、白川立真君。

○議員（１番 白川 立真君） １番、白川です。８月３１日から５日間、景山議員、植田議員と

ともに滋賀県ＪＩＡＭ研修センターにて行政福祉の基礎を学びました。

主なテーマですが、今、日本社会を取り巻く環境の変化は急であり、少子化、超高齢化、家族
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構造の変化による核家族化、長引く不景気による失業者数の増加、労働環境の変化など、日本社

会は目まぐるしく変化をしています。その中で、次の世代を担う子供たちの育ちを社会全体で応

援するための体制づくり、その子供たちを育てる保護者への仕事と子育ての両立しやすい環境づ

くり、障がいのある人も地域で安心して暮らせる体制づくり、また介護が必要になった高齢者へ

住みなれた地域、住まいで自立した生活を送ることができるように質の高い福祉サービスの提供

など、日本社会の将来を先読みしながらリンクさせていくという非常に広大なテーマを持つ分野

だということを理解をしました。これらの福祉の精神は憲法２５条の繭の中で結合し、それぞれ

の分野で法として生まれています。

近年、福祉分野においても自立という言葉が多用されています。これまで困難、困窮に至った

方へどうケアをしていくかという視点から、さらに困難、困窮へ至りかけている方をどのように

救うかという新たな課題が示されています。この自立支援というテーマは口で言うのは簡単です

が、ＰＲ活動とあわせ、その対象者の早期発見、そして適切な指導など、かなり高いスキルが求

められていると感じました。これらの福祉課題にチャレンジしていくためにも、国、自治体、社

会福祉法人などが力を集結し、急速に変化する社会とリンクさせ、社会の中で守られる喜びと自

立して生きる喜びをバランスを持って伝え、実行していかなければならないことを学びました。

我が町において、約１０年前に総合計画がつくられ、将来の指標の中で人口推移に触れていま

す。２０年後の人口は１万１，４００人に減少すると予測をしていましたが、もう現在、１万１，

４００人の人口を割っており、予測を超えるスピードを実感しています。これらハイスピードで

進む社会とリンクする福祉テーマを確実に捉え、町の発展に寄与しなければと強く感じました。

以上、報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で諸般の報告を終わります。

⋞ ⋞

日程第５ 報告第７号 及び 日程第６ 報告第８号

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。この際、日程第５、報告第７号、平成２６年度決算

に基づく健全化判断比率について及び日程第６、報告第８号、平成２６年度決算に基づく資金不

足比率についてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） それでは、町長より報告を受けます。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長です。報告第７号、平成２６年度決算に基づく健全化判断
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比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成２６年度決算に基

づく健全化判断比率を次のとおり報告するものでございます。

はぐっていただきまして、報告書でございます。これより各指標数値の御説明をいたします。

平成２６年度決算について算定いたしましたところ、いずれの指標についても早期健全化基準を

下回りました。

実質赤字比率、連結実質赤字比率、これについては南部町に赤字がある場合の割合を示す指標

でございますが、赤字はございませんので両指標についてもございません。

次に、実質公債費比率、将来負担比率でありますが、これは南部町の借金の現在状況や、今後

どのようになるかを示す指標であります。平成２６年度は実質公債費比率１０．９％、将来負担

比率３７．８％と、いずれも早期健全化基準の２５％、３５０％を下回っており、問題ございま

せんでした。

続きまして、報告第８号、平成２６年度決算に基づく資金不足比率についてでございます。

平成２６年度決算に基づく資金不足比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成２６年度決算に

基づく資金不足比率を次のとおり報告するものでございます。

はぐっていただきまして、報告書でございます。決算に基づきまして資金不足比率を算定しま

した結果、各特別会計とも資金不足はなく、したがって資金不足比率もございません。経営健全

化基準の２０％を下回っておりまして、問題はございませんでした。

報告は以上で終わりますが、その次のページに同比率についての説明資料をつけていますので、

これについてはごらんいただきたいと思います。以上で終わります。

○議長（秦 伊知郎君） これで報告第７号、平成２６年度決算に基づく健全化判断比率について

及び報告第８号、平成２６年度決算に基づく資金不足比率について終わります。

⋞ ⋞

日程第７ 報告第９号

○議長（秦 伊知郎君） 次に、日程第７、報告第９号、法人の経営状況についての報告を受けた

いと思います。

西伯郡南部町土地開発公社、株式会社緑水園、一般財団法人南部町農村振興公社、南部⋞伯耆

地域振興株式会社について、町長からの報告を求めます。

まず、西伯郡南部町土地開発公社について、企画課長、上川元張君。

－１７－



○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。平成２６年度の南部町土地開発公

社の経営状況を御報告いたします。これは理事会で承認をいただいているものでございます。

決算関係資料の１ページをお開きください。そちらに概況を記載しておりますが、その中の特

記事項でございます。

平成１９年度からミトロキリサイクルセンターで残土の受け入れを行ってまいりましたが、累

計で４７万１，７２９立米を受け入れ、平成２６年３月末で終了し、２６年度は排水工、切土工

を行いました。今後はのり面保護工を実施しまして町に引き渡すこととしております。

資料の７ページをごらんください。２６年度の決算報告書をおつけしております。２６年度の

収入額１万１１１円に対しまして、支出額が３，２７５万８，８８４円ということで、差し引き

しますと３，２７４万８，７７３円の支出超過となります。

資料の１２ページをごらんいただきますと、前の期の繰越準備金が４，５０４万１，９２９円

ございますので、先ほどの支出超過分を引きますと１，２２９万３，１５６円が２６年度末の繰

越準備金となりまして、これを原資として今年度、のり面保護工を行うこととしております。説

明は以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 続きまして、株式会社緑水園の説明を求めます。

産業課長、頼田泰史君。

○産業課長（頼田 泰史君） 産業課長でございます。株式会社緑水園の経営状況について報告を

いたします。

平成２６年度は、４月に消費税が５％から８％に増税になった影響で客単価が下がり、厳しい

１年となりました。税抜きの売り上げは１億３，４３０万４，９９７円で、前年比約１，２００

万円の減少となりました。ふるさと納税のお礼としてのしし鍋セットの売り上げが振るわず、約

４００万円の減ったということが主な要因でございます。利用人数につきましては、緑水園が３

万６，９５６人で前年比２，７２３人の減、周辺の施設を含めますと２，９５３人の減でござい

ました。

決算報告書の３ページ、損益計算書をごらんになってください。第３期の決算の状況ですけど

も、売上総利益は９，４４６万８，２０４円、販売費及び一般管理費は９，５４５万４，７０６

円かかりましたので、９８万６，５０２円の営業損益となりまして、これに営業外の収益、営業

外の費用などを足し引きしますと、当期は８７万３，７０１円の損失となりました。

１ページ戻っていただきまして、貸借対照表ですけども、これの一番最後のほうになりますけ

ども、繰越利益剰余金はマイナス１０５万５，３６０円となり、資本金を含めた純資産の部の合
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計は８９４万４，６４０円でございました。来期は年間を通じて安定した売り上げが確保できま

す法事会食での集客を図るとともに、経営のスリム化と健全経営を目指したいと考えております。

以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、一般財団法人南部町農村振興公社の説明を求めます。

産業課長、頼田泰史君。

○産業課長（頼田 泰史君） 一般財団法人南部町農村振興公社の経営状況の報告をいたします。

主な事業といたしましては、農作業の受託及び再委託に関する事業と、学校給食センターなどへ

の食材供給を行っております。

作業量につきましては、２ページに記載しておりますとおりでございます。傾向といたしまし

ては、大豆の栽培面積が減ったということで受託作業が減少しております。その他の作業につき

ましては、前年比の作業量よりもふえております。

２６年度の決算状況でございますけども、４ページをごらんになってください。経常収益が２，

２２９万８９９円に対して、経常費用は１，８４６万１，９２５円、差し引き３８２万８，９７

４円の利益となっております。

１ページ返っていただきまして、貸借対照表の一番最後のほうになりますけども、前期と合わ

せた一般正味財産の期末残高は１，３４２万６，９５１円となりました。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、南部⋞伯耆地域振興株式会社の報告を求めます。

産業課長、頼田泰史君。

○産業課長（頼田 泰史君） 続きまして、南部⋞伯耆地域振興株式会社の経営状況の報告をいた

します。

とっとり花回廊の来客数は、１１月から３月の３カ月間に行われた冬のイルミネーションが好

評で３８万７，０００人、前年比１１２．８％に回復いたしました。野の花もイルミネーション

の期間には花回廊内の屋台村に出店して約５２４万円の売り上げがありました。

第１６期の決算状況について説明をさせていただきます。３ページをごらんください。売上総

利益は８５５万４８４円に対して、販売費及び一般管理費は１，５０３万７，５５８円となり、

営業損益は６４８万７，０７４円の損失となりました。これに営業外収益と営業外費用を足し引

きしますと、当期は１３８万４，４５８円の損失となりました。

１ページ返っていただきまして、繰越利益剰余金ですけども、マイナス１，１０４万９，２７

４円となり、資本金を含めた純資産の部の合計は９４５万７２６円でございます。来期は来客数

の落ち込みの要因となっております店内が見にくいということで観光客の認知度が低いと考えら
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れますので、店舗内のレイアウトを変更を行いまして、歩道側のブラインドが常時オープンにな

っていて観光客の皆さんに認知していただくことと、それから開放的な雰囲気で特産品の販売を

行うということで店づくりのほうを行っていきたいと考えております。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） これで報告第９号、法人の経営状況についてを終わります。

⋞ ⋞

日程第８ 議案第５１号 から 日程第２９ 議案第７２号

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。この際、日程第８、議案第５１号、平成２６年度南

部町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第２９、議案第７２号、辺地に係る公共施

設の総合整備計画の変更についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第５１号から日程第２

９、議案第７２号までの提案説明をお願いいたします。

町長から提案理由の説明を求めます。

総務課長、加藤晃君。

○総務課長（加藤 晃君） 総務課長です。それでは、議案第５１号の説明をいたします。

まず、資料の確認をいたしたいと思いますが、議案書、それから歳入歳出決算書、それからＡ

３判でお配りしております決算資料のほう、この３点で行いたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。

議案第５１号、平成２６年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

歳入歳出決算書の１１１ページのほうをごらんください。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額７５億５，０６０万２，１５８円、歳出総額７３億２３４万３，７９０円で、差し引き

額は２億４，８２５万８，３６８円。翌年度へ繰り越すべき財源８，１０６万５，５２７円を差

し引きました実質収支は、１億６，７１９万２，８４１円となっております。

Ａ３判の資料のほうでございます。ごらんください。１ページの……。

○議長（秦 伊知郎君） 何ページですか。

○総務課長（加藤 晃君） １ページの……。

○議長（秦 伊知郎君） １ページですか。
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○総務課長（加藤 晃君） はい。まず、上段の表でございますが、その中ほど見ていただきま

すと、先ほど説明いたしました平成２６年度実質収支額がございます。この額から前年度の実質

収支を差し引いた単年度収支額は、６８５万９，７６０円の黒字となっております。当該単年度

収支額に財政調整基金への積立額を加算しまして、財政調整基金の取り崩し額を差し引きました

ものに繰り上げ償還額を加算して求めた実質単年度収支額は、７７６万７，６４５円の黒字とな

りました。

次に、歳入の状況について説明いたします。決算書にちょっと戻っていただきまして、２ペー

ジのほうをお開きください。不納欠損額と収入未済額について御説明いたします。

不納欠損額についてでございますが、町税が１２６万６，４１０円となっております。収入未

済額につきましては、町税が５，１６５万６，９２２円。

分担金及び負担金が６５５万２，５８９円。

次、はぐっていただきまして、４ページでございますが、使用料及び手数料が５５６万９，７

７５円で、合計６，３７７万９，２８６円となっております。

Ａ３判のほうの決算書のほう、２ページのほうをお開きください。歳入の状況でございます。

昨年度と比較いたしまして、増減の主なものを説明させていただきます。

まず、自主財源でございますが、町税が前年と比べまして２，６３３万円増加し、９億４，４

９８万８，０００円となりました。これは主に法人町民税の増加によるものでございます。

分担金及び負担金が６０５万９，０００円増加し、１億３，１４３万７，０００円となりまし

た。これは事業終了に伴います分担金の増でございます。

財産収入が１，２１１万５，０００円の減で、４，３６３万１，０００円です。これは２５年

度にありました天津運動公園の売り払い収入がなくなったことが主なものでございます。

寄附金が２，９５０万４，０００円の減で、３，１３５万７，０００円でございますが、これ

は２５年度にありました出捐法人の残余財産処分寄附金がなくなったことによるものでございま

す。

繰入金１億７，３０９万１，０００円の減で、９７７万９，０００円でございますが、これは

２５年度にありました介護保険特別会計に繰り出しをするために、減債基金から繰り入れており

ましたものがなくなったためでございます。

自主財源の構成比率は２０．２％と、前年比と比べ４．１％低くなっているところでございま

す。

次に、依存財源でございます。地方消費税交付金が２，３０３万４，０００円の増で、１億１，
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００６万４，０００円となっております。これは消費税率の変更によりまして増額となったもの

でございます。

地方交付税が２，３８６万３，０００円の減で、３５億７，８４１万１，０００円となり、全

体の４７．４％を占めてるところでございます。主な減少理由といたしましては、災害復旧関連

の特別交付税の減によるものでございます。

国庫支出金につきまして１億１，１６２万１，０００円の増で、６億３，３２３万２，０００

円となりました。増減の主なものといたしまして、公共土木施設災害復旧工事、社会資本総合整

備交付金、地域住民生活等緊急支援のための交付金、これは地域創生関連でございます。臨時給

付金事業の増がございますし、減額分といたしましては、防災⋞安全交付金、地域の元気臨時交

付金等のものがございます。

次、３ページのほうにお移りください。県の支出金でございますが、１億８，４７５万１，０

００円の増で、７億７９万３，０００円となりました。増減の主なものでございますが、緑の産

業再生プロジェクト、これはすみれ保育園の新築関係でございます。農業用施設災害復旧事業、

林道災害復旧事業が増加いたしまして、減少分といたしましては、全国植樹祭沿道森林景観対策

事業、指定文化財保存整備費等が上げられております。

町債につきましては、２億３，６８０万円の増で、主に合併特例債、これもすみれ保育園に充

当したものでございますが、それから天萬庁舎の非常用発電機整備事業債等が増加いたしまして、

減少分として防災行政無線デジタル化改修事業債等がございます。

依存財源の総額は、５億１，７１８万円の増の６０億２，４８５万９，０００円でございまし

て、構成比率は７９．８％となっております。

歳入総額につきましては、２億７，０８８万３，０００円増の７５億５，０６０万２，０００

円となりました。

下段のほうにそれぞれの財源に占めます構成割合をグラフにしておりますので見ていただきま

すと、依然として地方交付税に大きく頼っている財政構造がわかると思います。２７年度からは

合併算定がえの特例措置が終了いたしておりますので、これから段階的に減少してくるという中

で、厳しい状況にあるということを考えるところでございます。

４ページのほうをお開きください。そういたしますと、歳出のほうを説明いたします。まず、

目的別の歳出でございますが、代表的なものを各款であらわした費目ごとに説明をいたします。

総務費につきましては、１３億７，８５１万５，０００円です。これは昨年度に比べまして、

１億８，２７３万４，０００円の減でございます。主に人件費が占めておりますが、増減といた
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しましては、増加したものとして公共施設整備基金への積み立て、緊急雇用事業であります地域

の人づくり事業等がございます。減少したものとしましては、減債基金への積み立て、償還金等

がございます。

民生費につきましては、２６億１，３１５万７，０００円でございます。昨年度比６億３０５

万７，０００円の増でございます。増加いたしたものといたしましては、しあわせ管理事業、臨

時福祉給付金事業、すみれ保育園の新築事業等がございます。反面、減少いたしたものとしまし

ては、介護サービス事業の特別会計繰出金、老人福祉施設の管理事業、あるいはゆうらくの施設

整備事業等がございます。

衛生費につきましては、７億８，１７２万４，０００円でございまして、前年度比１億２，３

２９万６，０００円の減でございます。減少の主なものといたしまして、水道統合事業への出資

金がございます。

農林水産業費につきましては、４億７，３２６万５，０００円でございます。昨年度比１，８

５３万５，０００円の増でございます。増加いたしましたものとして、緑水園の管理事業、しっ

かり守る農業基盤整備事業、有害鳥獣駆除事業等ございますし、減額のものといたしまして、公

益法人組織変更事業、全国植樹祭準備事業等がございます。

商工費でございますが、２，６１０万２，０００円でございます。昨年度比１，０５８万３，

０００円の増でございます。観光プロモーター等設置事業、体験型観光事業等が増加の主なもの

でございます。

５ページでございますが、土木費でございます。３億３，９６５万３，０００円の決算額です。

昨年度比４，９８６万２，０００円の増でございます。増加のものといたしまして、町道改良事

業、橋梁長寿命化改修事業、道路維持事業等がございまして、減少分といたしましては、道路橋

梁補修事業、町道天万線ほかの舗装事業等がございます。

消防費といたしまして、５，４１５万７，０００円の決算額でございます。昨年度比１億９，

５７７万円の減でございます。これは主に防災行政無線デジタル化改修事業が終了したことによ

るものでございます。

教育費につきましては、４億８，０８５万２，０００円の決算額で、昨年度比１，１３９万２，

０００円の減でございます。増加原因といたしまして、西伯小学校芝生化事業、まんてんホール

の出入り口の増設事業等がございますし、減少の主なものといたしまして、会見小学校芝生化事

業、南部中学校屋内運動場屋根改修事業、法勝寺電車の保存事業等がございます。

災害復旧費ですが、１億８，３５６万１，０００円の決算額で、前年度比８，４８６万８，０
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００円の増でございます。増加要因といたしまして、農業用施設災害復旧事業、林道災害復旧事

業、河川災害復旧事業等がございまして、減額といたしましては、農地等災害復旧事業、農業水

路等災害応急対策事業、あるいは道路橋梁災害復旧事業等がございます。

公債費といたしまして、８億８，６１０万１，０００円の決算額でございまして、前年度比１，

６８１万２，０００円の減でございます。増加のほうは合併特例事業債、臨時財政対策債でござ

いまして、減額といたしまして、一般単独（一般事業）、辺地対策事業等がございます。

これも同様に下のほうにグラフをつけております。見ていただきますとわかりますが、構成比

では民生費が大幅に増加いたしておりまして、総務費、衛生費、消防費の割合が減少してるとこ

ろでございます。民生費につきましては、すみれ保育園の新築事業がありました関係で、非常に

ふえてるということでございます。

次に、６ページのほうをお開きください。性質別の状況について御説明いたします。義務的経

費でございますが、人件費につきましては、９億９，５５６万４，０００円の決算額で、前年比

１００万１，０００円減でございました。主に退職手当組合の特別負担金の減少によるものでご

ざいます。

扶助費につきましては、９億５，６７４万１，０００円の決算額で、７，９９１万３，０００

円の増でございます。

公債費は、８億８，６０８万７，０００円の決算額で、前年度比１，６８１万円の減でござい

ます。

結果といたしまして、義務的経費でございますが、２８億３，８３９万２，０００円で、６，

２１０万２，０００円の増でございまして、歳出に占めます構成比は３８．９％となってるとこ

ろでございます。

次に、投資的経費でございます。普通建設事業費１２億４，３００万５，０００円の決算額で、

５億１，８６９万７，０００円の増でございました。これはすみれ保育園新築事業、橋梁長寿命

化事業の実施によります増加、防災行政無線デジタル化改修事業、特別養護老人ホーム改修等交

付金事業完了による減少というものが主なものでございます。

災害復旧事業につきましては、１億８，３６５万４，０００円となりました。前年度比８，４

９６万１，０００円の増でございます。２５年災害の繰り越し事業となっていました河川災害復

旧事業、林道災害復旧事業の実施などによるものでございます。

投資的経費といたしましては、１４億２，６６５万９，０００円となりまして、前年度比６億

３６５万８，０００円の増でございます。歳出に占めます割合は、１９．５％となっております。
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次に、７ページでございます。その他経費でございますが、８億３，６２２万６，０００円の

決算額で、前年度比４，２４６万９，０００円の増でございます。緊急雇用事業であります地域

人づくり事業、ＰＣＢ廃棄物等処理の経費増が主なものでございます。

補助費等につきましては、１２億７，２５３万８，０００円の決算額で、前年度比１，３６０

万９，０００円の増となりました。総合型地域スポーツクラブ支援事業、西部広域行政管理組合

負担金、がんばれふるさと寄付金事業等の増加が主なものでございます。

積立金につきましては、１億９，４４１万４，０００円の決算額で、前年度比１億９，７３６

万４，０００円の減でございます。減債基金への積み立ての減少によるものが主なものでござい

ます。

投資及び出資貸付金ですが、７，３７９万９，０００円の決算額で、前年度比１億３，２２４

万円の減でございます。これは水道統合事業に対します出資金の減によるものでございます。

繰出金については、６億４，２８４万７，０００円の決算額で、１億４，８０７万９，０００

円の減でございました。他会計への繰出金で、介護サービス事業特別会計が廃止になりました関

係での繰出金の減が主なものでございます。

結果といたしまして、その他経費につきましては、３０億３，７２９万３，０００円となりま

して、前年度比４億２，８０２万１，０００円の減でございます。歳出に占める割合は、４１．

６％となっております。

これも下段にグラフをつけておりますが、扶助費、普通建設事業費の増加と、積立金、繰出金

等の減少がおわかりいただけると思います。

次に、８ページのほうをお開きください。基金の状況でございます。財政調整基金は、９０万

７，８８５円を積み立てまして、５億９，２２９万７，６１３円。

減債基金は、１４１万６，０５７円を積み立てまして、１５億６，１２９万４，４９８円。

その他特定目的基金は、１億９，２１３万９，２０７円を積み立てまして、７５９万８，８２

８円を取り崩しました結果、１５億６，６９３万９，１１２円となりまして、合計では３７億２，

０５３万１，２２３円となりました。

このほかに下のほうにあります定額運用、特別会計を加えた総合計は、昨年度より２億４，４

５０万１７２円積み増ししまして、５，４０２万６，２２４円を取り崩した結果、３７億７，７

５３万１，２２３円となっております。

続いて、地方債の状況です。９ページのほうをごらんください。平成２６年度におきましては、

９億２６０万円を発行いたしました。主なものは合併特例債、主にすみれ保育園の新築事業でご
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ざいます。臨時財政対策債、公共土木施設災害復旧事業債などでございます。発行額におきまし

て昨年度と比べますと、２億３，６８０万円増額してるところでございます。

元利償還額は８億７０２万６，０００円で、２６年度末の起債残高は７３億６，２０７万１，

０００円と、昨年と比較べますと９，５５７万４，０００円増加いたしております。

次に、１０ページの財政状況についてでございますので、お開きください。まず、標準財政規

模でございます。３つ目の表でございますが、その右の下のほうを見ていただきますと、平成２

６年度の標準財政規模が載っております。４３億７，５８０万９，０００円でございます。昨年

度に比べますと２，８９６万７，０００円減少しておりますが、これは前年の法人町民税の減少

によるものでございます。基準財政需要額の算定におきまして前年度数値を用いるものが多うご

ざいますので、前年の法人税の町民税の影響が出ているということでございます。標準財政規模

は、自治体が標準的な行政サービスを提供する上で必要となります一般財源の目安となる額でご

ざいまして、その自治体の標準的な税収入に普通交付税、臨時財政対策債発行可能額を加えた額

で算出されております。一般的には大きいほうがいい指標ではございますが、過去の建設事業に

おきます起債額が大きい場合などにおきましても、地方交付税のほうに補填される分が多くあり

ますので、そういう場合にふえてるということもございます。注意が必要なところでございます。

続いて、財政力指数でございますが、これは自治体の財政上能力を示す指数でございまして、

基準財政収入額を基準財政需要額で割って出しております。この数値が１に近いほど財政的に自

主財源に富んでると言えますが、先ほどの数値の下、見ていただきますと、ことしは０．２６２

ということになっております。平成１９年度の０．２９２をピークに減少傾向であって、２６年

度につきますと昨年よりも若干改善はしておりますが、依然として低い数字であるということで

ございまして、財政運営が安定してるとは言えないということになります。

次に、１１ページのほうをごらんください。経常収支比率でございます。地方税、それから地

方交付税のように毎年経常的に収入される財源、一般財源でございますが、これが人件費や扶助

費、公債費など、経常的に支出される経費にどれだけ充てられているかを示す指標でございます。

この値が高いほど財政運営は硬直化してると言えるものでございます。平成２６年度は、前年に

比べまして０．７ポイント上昇し、８５．５となっております。８０％以下が望ましい数値とな

っておりますので、引き続き減少に向けて取り組んでいきたいと考えております。

中段ほどですが、町税の推移でございます。町税は、平成１９年度をピークに穏やかな減少傾

向にありました。平成２６年度は少し上昇しておりますが、これは法人町民税の増加によるとこ

ろでございます。しかしながら、町民税におきましては、今後も今の１５歳から６４歳までの生
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産年齢人口の減少が続いていること、あるいは景気の先行きの不透明感等もございますので、な

かなか上がっていく状況にはない傾向にあると考えております。また、固定資産税につきまして

も、新築件数の減少とか評価見直しによる減少などがありまして、なかなかこれも伸びていかな

いということでございまして、町税の上昇というのがなかなか見込めない状況にあるんではない

かと考えてるところでございます。

１２ページのほうをお開きください。地方交付税でございます。地方交付税は、自治体間の財

源の不均衡を是正いたしまして、標準的な水準の業務を行うために必要な一般財源を保障するた

め、国から交付されるものでございます。普通交付税と特別交付税の２種類がございます。

まず、普通交付税でございますが、平成２６年度は基準財政需要額の算定におきまして、前年

度に設けられておりました「地域の元気づくり推進費」が廃止されましたが、新たに人口を基本

に行革努力や地域経済の活性化の成果を反映いたします「地域の元気創造事業費」が設けられた

こと、あるいは消費税⋞地方消費税率の引き上げに伴います社会保障の充実等により、ほぼ平成

２５年度と同水準になったということでございます。

特別交付税につきましては、前年度に比べまして大きな災害なかったために、２，４５９万１，

０００円の減額となっております。

表３段目の南部町のところ、それから会見町、西伯町、南部町になってますが、南部町のとこ

ろを見ていただきますと、右のほう、平成２６年度の額が３０億１，０２４万８，０００円とな

っております。平成２６年度までは合併から１０年間受けられます合併算定がえの特例期間の期

間中でございますので、旧両町で計算したものを合わせた額の有利な額をいただいてるものでご

ざいますけども、その下にあります一本算定時の金額と比べますと、４億５，０００万ほどの差

がございます。今後は減少になるということがございますので、歳出の削減等に今まで以上に取

り組む必要があるということでございます。

下のほうに特別交付税の金額を記載しております。昨年は、災害等がなかったために２，４５

９万１，０００円の減額となっておりますが、臨時財政対策債等も加えまして、交付税そのもの、

交付税総額は３８億１，６７８万８，０００円と、ほぼ前年度並みになっております。その下の

ほうにグラフのほうで推移をわかるようにしてるところでございます。

１３ページのほうをお開きください。一般会計歳出決算額の性質別の推移について御説明いた

します。平成１７年度からの推移を記載してるところでございます。

義務的経費におきましては、先ほど来申しておりますが、人件費、それから公債費等は減少し

てるところでございますが、扶助費が大幅に伸びているということでございます。今後について
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も扶助費の伸びは想定されるとこでありまして、義務的経費の増加につながっていくことが考え

られるところでございます。

物件費、補助費等は、支出に占めます割合は大きなものがございますが、増減についてはほぼ

横ばいとなっているところでございます。

普通建設、災害復旧につきましては、そのときの状況により変動が大きいものでございまして、

特に平成２６年度の特徴といたしましては、すみれ保育園の新築事業、平成２５年豪雨の災害復

旧事業などにより伸びているところでございます。

続いて、１４ページのほうをごらんください。公債費の推移でございます。公債費負担比率で

ございますが、これは公債費に充当いたします一般財源、これは元利償還金の公債費に充当され

ている一般財源でございますが、これが一般財源総額に対してどの程度の割合になってるかを示

す指標でございます。公債費がどの程度一般財源の使途の自由度を制約してるかということでご

ざいまして、値が大きくなってきますと財政構造の弾力化が失われてるということになるところ

でございます。これにつきましては近年減少傾向にありましたが、平成２６年度は１７．０と、

昨年比１．３％増加してるところでございます。原因といたしまして、減債基金の繰り入れ、そ

れから特別交付税、前年度繰越金などが減少しましたことによりまして、分母であります一般財

源総額が減少したことにより、若干上がってるというところでございます。

次に、実質公債費比率でございますが、これは公債費と標準財政規模の比較でございますが、

それぞれから普通交付税で補填されます元利償還金部分の補填がありますが、その分を引いた後

の割合を示すものでございます。一般会計のほかに公営企業会計の公債費への一般会計繰出金、

一部事務組合の公債費への負担金、債務負担行為等に基づく支出のうち公債費に準ずるものを算

入するということで、より影響額が明らかになるものでございます。過去３年間の比率の平均が

１８％を超えますと地方債の発行には許可が必要となりまして、２５％を超えると一定の種類の

町債の発行が認められなくなる数字でございます。平成２６年度の３年分の平均は１０．９であ

りまして、昨年度に比べまして１．０ポイント改善となっております。

次に、普通会計の地方債現在高の推移でございます。表をごらんいただきますと、平成１８年

度をピークに年々減少しておりましたが、平成２６年度末はすみれ保育園の新築のために起債発

行額が減少額を上回ったために増加いたしまして、２６年度末におきましては、７３億７，０５

４万９，０００円となっております。

次に、１５ページのほうをごらんください。地方債残高に対します基金残高と算入交付税の推

移でございます。地方債の中には、元利償還金に対しまして後年度交付税のほうで返ってくるも
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のございますが、それと、その部分と基金残高を足したもの、それから現在の借入額というもの

を比較したものでございます。左の薄い棒グラフのほうが起債残高でございまして、右の棒グラ

フ、これは基金残高と算入交付税を加えたものでございます。平成２３年度より基金残高と算入

交付税を加えたものが起債残高を上回るようになりました。２６年度末におきましては、その差

が１８億７，５１２万９，０００円となっております。これは例えて言いますと、現時点で町と

して精算しても貯金として残るような健全な状態ということになります。

次に、一般会計歳出決算額のうちの人件費の推移でございます。人件費につきましては、合併

当初、平成１６年には１８８人の職員数でございました。平成２６年度におきましては１２４人

と、ほぼ３分の２になっております。これに伴いまして人件費も減少いたしまして、１４億７，

２１６万８，０００円から１０億５，２８５万８，０００円と、約７１％に縮減されてるところ

でございます。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） お諮りします。ここで暫時休憩をとりたいと思います。再開は２時５０

分にします。

午後２時２９分休憩

午後２時５０分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

議案第５２号、平成２６年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

説明を求めます。

町民生活課長。

○町民生活課長（山根 修子君） 町民生活課長でございます。議案第５２号、平成２６年度南部

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そういたしますと、決算書のまず１３７ページをごらんください。実質収支に関する調書でご

ざいます。国民健康保険事業特別会計の歳入総額１４億８，６８７万３，２２９円、歳出総額が

１４億６，２５７万３，９７９円、歳入歳出差し引き額が２，４２９万９，２５０円、実質収支

額が２，４２９万９，２５０円となりました。

そうしますと、もとに戻っていただきまして、１１７、１１８ページをごらんください。事項
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別明細書のほうで説明させていただきます。

まず、歳入でございます。主なものといたしまして、１款の国民健康保険税でございます。予

算額２億２，５８７万１，０００円に対しまして、収入済み額２億２，９４８万３３３円、不納

欠損額が５６万１，４００円、収入未済額といたしまして５，９６６万２，４１９円、保険税の

還付未済額が１１万１，０００円でございました。

続いて、３款になります。国庫支出金でございます。予算額３億３，８６６万７，０００円に

対しまして、収入済み額３億５，２６８万３７円でございました。

明細は、次のページをごらんください。備考のほうにも書いておりますが、まず療養給付費の

負担金現年度分が１億３，０８５万６，０００円、介護保険拠出金現年度分が２，０６１万８，

２８６円、高額医療費共同事業負担金５３７万８，８２９円、特定健康診査等負担金１８１万円、

後期高齢者負担金現年度分４，４７３万９，９２２円でございました。

次に、２項の国庫補助金でございます。主なものが１目の財政調整補助金でございます。特別

調整交付金が５，４７６万２，０００円、普通調整交付金が９，４５１万５，０００円でござい

ました。

次に、４款の療養給付費等交付金でございます。予算額１億２，４７１万９，０００円に対し

まして、収入済み額１億２，４７１万９，０００円でございました。主に退職被保険者療養給付

費等交付金でございます。

５款でございます。前期高齢者交付金、これが予算額４億７，７７６万１，０００円に対しま

して、収入済み額４億７，７７６万１，６２０円、前期高齢者の交付金の現年度分でございます。

６款県支出金でございます。予算額６，２７３万７，０００円に対しまして、収入済み額６，

２８２万１，８２９円でございました。

次、めくっていただきまして、１２１ページの７款共同事業交付金でございます。こちらが予

算額１億１，４０６万３，０００円に対しまして、収入済み額１億１，４０６万４，１４５円で

ございました。これが主に高額医療費の共同事業交付金と、保険財政共同安定化事業交付金でご

ざいました。

そして、１０款の繰入金でございます。一般会計からの繰入金でございます。１億２，５９９

万６，０００円の予算に対しまして、収入済み額１億２，１５０万８，１１６円でございました。

次のページをめくっていただきまして、２目です。基金繰入金といたしまして、国民健康保険

基金から繰り入れを行いまして、４，６４２万７，３９６円を繰り入れております。

１１款の繰越金は、前年度繰越金でございます。３３３万２，０００円の予算に対しまして、
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３３３万２，０６５円の繰越金でございます。

次に、１２款の諸収入でございます。予算額７，０００円に対しまして、収入済み額は３７万

３，９４１円でございました。

最後、１２５ページでございます。歳入総額、予算額１４億７，３２７万６，０００円に対し

まして、収入済み額１４億８，６８７万３，２２９円でございました。

続いて、１２７ページ、歳出でございます。１款の総務費でございます。総務管理費で、予算

現額８３０万５，０００円に対しまして、支出済み額が７６８万７，１２３円でございます。主

に委託料でございます。国保連の電算処理の委託料で４５４万９，３７３円を支出しております。

次に、２款の保険給付費でございます。予算額９億７，９５９万７，４６１円に対しまして、

９億７，７４５万２６０円を支出しております。

１目の一般被保険者療養給付費が７億６，６８２万８，８５６円の支出、退職被保険者等療養

給付費が８，６４３万１６７円の支出でございました。

めくっていただきまして、１２９ページ、２項になりますが、高額療養費でございます。高額

療養費が１億１，５７６万９，３５９円の予算に対しまして、支出済み額１億１，４５０万９，

１９８円でございました。主に一般被保険者の高額療養費が９，７７５万９，３５９円、退職被

保険者等高額療養費が１，６７４万９，８３９円でございました。

次に、４項の出産育児諸費でございます。出産育児一時金といたしまして４２０万の予算に対

しまして、４１９万４，１９０円を支出しております。

次、めくっていただきまして３款の後期高齢者支援金等でございます。予算額１億５，２８８

万１，０００円に対しまして、支出済み額１億５，２８８万７２３円でございます。７５歳以上

が加入する後期保険者医療制度を支援するために拠出するものでございます。

次に、５款です。介護納付金、予算額６，４５１万７，０００円に対しまして、支出済み額６，

４４３万２，１４３円です。４０歳から６５歳になるまでの介護保険の第２号被保険者数によっ

て支出するものでございます。

６款の共同事業拠出金でございます。予算１億４，３６５万２，０００円に対しまして、１億

４，３６４万９，２８２円を支出しております。主に１目の高額医療費拠出金が２，１２５万３，

６５２円の支出です。県内の全市町村が拠出して、各市町村の高額医療の負担の変動を緩和する

ものでございます。

それから、主なものとして３目の保険財政共同安定化事業拠出金、こちらの支出済み額が１億

２，２３９万５，１７４円でございます。保険財政の安定化を図るために県内全ての市町村が拠
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出して調整を行うものでございます。

次、７款でございます。保健事業費です。予算２，９１０万８，０００円に対しまして、支出

済み額２，５３３万３，３４８円でございました。

１項の特定健康診査等事業費、こちらの歳出額が７３４万５，１１１円です。４０歳から７４

歳までの方に対して行う健康診査の事業になっております。

２項が保健事業費でございます。支出済み額が１，７９８万８，２３７円。主なものとして保

健施設普及費１９５万９，０２６円支出しております。健康教育や健康相談など、健康保持や増

進のために事業を行うものとして支出しております。

それから、２目の健康施設管理費でございます。これは健康管理センターすこやかの管理運営

費で、１，６０２万９，２１１円を支出しております。

８款の諸支出金でございます。予算９，０１６万１，０００円に対しまして、支出済み額８，

９７５万２，２４１円でございます。これは主に、めくっていただきまして１３５ページに書い

ておりますが、３目の償還金でございます。支出済み額が４，４５４万６，６２１円となってお

ります。２５年度の国庫金及び県支出金の確定によって償還を行うものでございます。

それから、２項１目の直営診療施設勘定繰出金でございます。４，４６５万９，０００円の支

出でございまして、西伯病院が行う保健事業について繰り出しを行うものでございます。

以上、歳出合計は、予算１４億７，３２７万６，０００円に対しまして、支出済み額１４億６，

２５７万３，９７９円でございました。

以上で国保のほうの特別会計の説明を終わらせていただきまして、次に、もとに戻っていただ

きまして３ページをごらんください。議案第５３号でございます。議案第５３号、平成２６年度

南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そういたしますと、決算書のほうの１５０ページをごらんください。後期高齢者医療特別会計

の実質収支に関する調書でございます。歳入総額１億２，８７９万４，７３３円、歳出総額１億

２，８６０万９９３円でございます。歳入歳出差し引き額が１９万３，７４０円、実質収支額が

１９万３，７４０円となりました。

それでは、これも事項別明細によって説明させていただきたいと思います。１４２ページをご

らんください。

まず、歳入のほうでございます。主なものですが、１款の後期高齢者医療保険料でございます。
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予算額７，９１４万円に対しまして、調定額が７，８６０万１，９８０円、収入済み額が７，８

６２万３，２８０円、不納欠損額はありませんで、収入未済額が△の２万１，３００円となって

おります。このうち後期高齢者医療保険料の還付未済額が８万８，９００円ございます。

次、３款になります。繰入金でございます。一般会計からの繰入金ですが、予算額４，２６２

万２，０００円に対しまして、収入済み額が４，２２５万６，０５６円となっております。一般

会計の繰入金で、事務費繰入金が８７９万４，３４４円、基盤安定の繰入金が３，３４６万１，

７１２円となっております。

４款の繰越金でございます。予算額１２５万３，０００円に対しまして、収入済み額１２５万

３，１２０円でございます。こちらは前年度繰越金でございます。

５款の諸収入でございます。予算額６５８万４，０００円に対しまして、収入済み額６６５万

４，７５７円となっております。これは主に２項１目の償還金及び還付加算金ということで入っ

たものでございますが、収入済み額が２１２万７００円でございます。保険料還付金を広域連合

からいただくものでして２１０万７，１００円、それから還付加算金部分で１万３，６００円の

収入があっております。

次、めくっていただきまして１４４ページ、雑入でございます。予算額４４５万円に対しまし

て、収入済み額４５３万４，０５７円でございます。これは後期高齢者健康診査委託金で４５３

万４，０５７円入ったものでございます。

歳入合計が、予算額１億２，９６２万９，０００円に対しまして、収入済み額１億２，８７９

万４，７３３円でございました。

次をめくっていただきまして、歳出でございます。まず、１款の総務費でございます。これが

予算額１５３万５，０００円に対しまして、支出済み額１３３万６，６１１円でございました。

主に徴収事務費でございまして、１１０万３，７２６円を支出しております。

次に、２款の分担金及び負担金でございます。広域連合のほうに負担するものでございます。

予算額が１億２，１２６万４，０００円に対しまして、１億２，０５５万２，９１７円を支出し

ております。徴収した保険料と事務費に当たる部分を後期高齢者医療広域連合に負担するもので

ございます。

３款の諸支出金でございます。予算額２１３万３，０００円に対しまして、２１２万１，４２

０円の歳出でございました。これは１目の還付金及び還付加算金でございまして、保険料を被保

険者に還付したものでございます。２１２万１，４２０円の支出でございました。

４款の保健事業費でございます。予算額４６９万６，０００円に対しまして、支出済み額４５
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９万４５円でございます。健康診査費といたしまして支出しております。被保険者の健康事業に

支出したものでございます。

以上でございまして、１４８ページにございます歳出合計です。予算額１億２，９６２万９，

０００円に対して、支出済み額１億２，８６０万９９３円ということでございました。

続きまして、墓苑会計のほうを……（「課長さん、えらいどんどん進めなって結構ですけど、

議長さんが日程第何ぼ、第何号って何にも言いならんけど、いいだ」と呼ぶ者あり）（発言する

者あり）（「そげか。どうぞ進めてください」と呼ぶ者あり）

○議長（秦 伊知郎君） 担当課長のほうにお願いしておりますので、随時言っていただきますよ

うによろしくお願いいたします。それでよろしいですね。（発言する者あり）よろしいですね。

どうぞ、お願いします。

○町民生活課長（山根 修子君） では、４ページをごらんください。議案第５４号です。議案第

５４号、平成２６年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そうしますと、こちらも決算書のほうで説明させていただきます。まず、１５９ページをごら

んください。説明の前に訂正をさせていただきたいと思います。墓苑事業特別会計の実質収支に

関する調書の中で、３番目の歳入歳出差し引き額、ここが数字が入っておりませんで、ゼロ円に

させていただきたいと思います。同じように、５番目の実質収支額のところも数字をゼロ円とさ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

そうしますと、説明させていただきます。墓苑事業特別会計の歳入総額でございます。歳入総

額１４４万９，７１９円、歳出総額が１４４万９，７１９円で、歳入歳出差し引き額がゼロ円、

実質収支額もゼロ円となっております。

事項別明細のほうで説明させていただきますので、１５５ページをごらんください。まず、歳

入でございます。１款の使用料及び手数料でございます。予算額が９９万６，０００円に対しま

して、調定額９９万６，０８０円、収入済み額９９万３，９４０円、収入未済額が２，１４０円

でございました。このうち１目の墓地使用料として２６万３，０００円歳入しておりますが、こ

れは１件分でございます。

それから、２項１目の墓地手数料としましては、７３万９４０円の歳入を見ております。

次に、繰入金でございます。一般会計繰入金で、予算額７６万１，０００円に対しまして、収

入済み額４５万５，７７９円を歳入いたしまして、歳入合計が１７５万７，０００円の予算に対
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しまして、収入済み額１４４万９，７１９円となっております。

次に、歳出でございます。１５７ページをごらんください。まず、１款の総務費でございます。

予算額７３万２，０００円に対しまして、支出済み額６６万３，１１９円でございました。これ

は主に委託料として墓苑の環境整備に支払ったもので、６０万８，６６２円を支出しております。

次に、２款の諸支出金でございます。予算額１０２万４，０００円に対しまして、支出済み額

が７８万６，６００円でございました。これは主に１項１目の償還金でございまして、墓地の返

還に伴って使用料をお返ししたもので、７８万６，６００円お返ししております。

予備費は歳出しておりませんで、歳出合計は１７５万７，０００円の予算額に対しまして、支

出済み額１４４万９，７１９円でございました。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく御審議いただきますよう、お願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 税務課長でございます。そうしますと、議案第５５号、平成２６年

度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを御説明いたします。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会に認定するものでございます。

そうしますと、決算書の１７０ページをごらんください。実質収支に関する調書について説明

をさせていただきます。本会計の歳入総額は２８２万７，１１４円、歳出総額は２１５万２，６

４０円、歳入歳出差し引き額は６７万４，４７４円。繰り越すべき財源はありませんので、実質

収支額６７万４，４７４円となっております。

それでは、歳出から御説明いたします。１６８ページでございます。１款総務費でございます。

支出済み額１０万７，０００円でございます。職員手当、事務用消耗品、郵送料の支出となって

おります。

次に、２款公債費、支出済み額は２０４万５，６４０円でございます。これは住宅新築資金、

宅地取得資金の地方債の償還でございます。

歳出合計は、２１５万２，６４０円でございます。

では、歳入を説明いたします。１６４ページをごらんください。１款県支出金、収入済み額８

万円でございます。これは事務費の県補助金でございます。

次、４款諸収入です。これは貸付金の元利収入で、現年分と滞納分を合わせまして、収入済み

額が２７４万７，１１４円で、収入未済額につきましては８，７４０万７，５０６円でございま

す。
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以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 上下水道課長、仲田磨理子君。

○上下水道課長（仲田磨理子君） 上下水道課長でございます。議案第５６号、平成２６年度南部

町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを御説明いたします。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１８３ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。農業集落排

水事業特別会計です。歳入総額２億３，９６８万２，２５７円、歳出総額２億３，７８４万６，

２８７円、歳入歳出差し引き額１８３万５，９７０円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませ

んので、実質収支額１８３万５，９７０円でございます。

それでは、歳出から御説明いたします。１７３ページをごらんください。平成２６年度歳入歳

出決算書の歳出でございます。１款総務費、これは主に職員給与費、処理場などの維持管理費で

ございます。支出済み額７，４００万３，９０７円です。

２款公債費、起債の償還元金、利子でございます。支出済み額１億６，３８４万２，３８０円。

３款予備費、予備費の支出はございません。

歳出合計が、支出済み額２億３，７８４万６，２８７円でございます。

不用額の合計といたしましては、１７２万９，７１３円でございます。

続きまして、前のページ、１７１ページ、歳入についてでございます。１款分担金及び負担金

の調定額３９７万６１５円、収入済み額９０万５，０００円、収入未済額３０６万５，６１５円。

２款使用料及び手数料、調定額７，５７３万８，６２１円、収入済み額７，０８９万７，４９

４円、収入未済額といたしまして４８４万１，１２７円です。

３款繰入金、これは一般会計からの繰入金でございます。調定額１億１，３９０万３，５４５

円、収入済み額も同額の１億１，３９０万３，５４５円。

４款繰越金、これは前年度繰越金でございます。調定額１５万７，０１８円、収入済み額１５

万７，０１８円。

５款諸収入、これは延滞金を収入しております。調定額１万９，２００円に対しまして、収入

済み額も同額の１万９，２００円です。

６款町債です。これは資本費平準化債の借り入れを行っております。調定額５，３８０万、収

入済み額５，３８０万です。

歳入合計といたしまして、調定額２億４，７５８万８，９９９円、収入済み額２億３，９６８
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万２，２５７円、収入未済額７９０万６，７４２円でございます。

以上につきまして、御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５７号、平成２６年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１９６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額５，

２１８万４，８６５円、歳出総額５，１５１万８，７６５円、歳入歳出差し引き額６６万６，１

００円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額６６万６，１００円です。

それでは、歳出から御説明いたします。１８６ページをお願いいたします。歳出でございます。

１款総務費、これは浄化槽の維持管理、設置工事費の予算でございます。支出済み額３，８６１

万９，１５０円。

２款公債費、これは起債の元金、利子の償還でございます。支出済み額１，２８９万９，６１

５円。

３款予備費の支出はございません。

歳出合計が、支出済み額５，１５１万８，７６５円、予算に対します不用額といたしまして７

５６万４，２３５円です。

前のページの歳入を御説明いたします。１８４ページです。１款分担金及び負担金、調定額２

８８万５，０００円、収入済み額２３９万円、収入未済額４９万５，０００円。

２款使用料及び手数料、調定額２，０６７万６，９２９円、収入済み額１，９３９万３，９６

３円、収入未済額１２８万２，９６６円。

３款国庫支出金、これは浄化槽設置工事に対する補助金です。調定額２８５万３，０００円、

収入済み額も同額の２８５万３，０００円です。

４款繰入金、これは一般会計からの繰入金です。調定額２，２１９万４，２４５円、収入済み

額２，２１９万４，２４５円。

５款繰越金、これは前年度からの繰越金でございます。調定額１５万３，６５７円、収入済み

額も同額の１５万３，６５７円。

６款諸収入、雑入はございません。

７款町債、これは浄化槽の設置工事に対する借り入れでございます。調定額５２０万円、収入

済み額も同額の５２０万円です。
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歳入合計といたしまして、調定額５，３９６万２，８３１円、収入済み額５，２１８万４，８

６５円、収入未済額といたしまして１７７万７，９６６円でございます。

以上につきまして、御審議、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案第５８号、平成２６年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定

についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の２０９ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総額１

億８，２６５万１，１９０円、歳出総額１億８，１０１万３，１８９円、歳入歳出差し引き額１

６３万８，００１円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は１６３万８，

００１円でございます。

それでは、歳出から御説明いたします。１９９ページをお願いいたします。１款総務費、この

科目は職員給与とか処理場施設維持管理の費用でございます。支出済み額６，４８３万９，２０

３円。

２款公債費、これは起債の元金と利子の償還額でございます。支出済み額１億１，６１７万３，

９８６円。

３款予備費の支出はございません。

歳出合計、支出済み額１億８，１０１万３，１８９円、予算に対します不用額といたしまして

は、１８８万２，８１１円でございます。

続きまして、歳入でございます。前のページ、１９７ページをお願いいたします。１款分担金

及び負担金、調定額２，５４０万９，６２３円、収入済み額１，７５４万１，２０２円、収入未

済額７８６万８，４２１円。

２款使用料及び手数料、調定額６，３８３万７，０８１円、収入済み額６，０６６万９，３８

０円、収入未済額３１６万７，７０１円。

３款繰入金、これは一般会計からの繰入金でございます。調定額７，１５２万３，９５４円、

収入済み額も同額の７，１５２万３，９５４円。

４款繰越金、これは前年度繰越金でございます。調定額７０万５，１０４円、収入済み額も同

額の７０万５，１０４円。

５款諸収入、これはコンポストの売上金でございます。雑入です。調定額７１万１，５５０円、

収入済み額も７１万１，５５０円。
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６款町債、これは資本費平準化債を借り入れております。調定額３，１５０万で、収入済み額

も同額の３，１５０万。

歳入合計といたしまして、調定額１億９，３６８万７，３１２円、収入済み額１億８，２６５

万１，１９０円、収入未済額１，１０３万６，１２２円でございます。

以上につきまして、御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 企画政策課長、上川元張君。

○企画政策課長（上川 元張君） 企画政策課長でございます。議案第５９号、平成２６年度南部

町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２６年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の２２０ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額１億

４，０７１万８，１９０円、歳出総額１億４，０３２万４，２０６円、歳入歳出差し引き額３９

万３，９８４円で、翌年度に繰り越すべき財源がございませんので、実質収支額が３９万３，９

８４円でございます。

続きまして、歳出を御説明します。２１２ページをお開きください。１款総務費、支出済み額

が１億２，１７９万４，５８８円。これは系統連系の工事費、施設の管理費及び基金への積立金

でございます。

２款公債費、支出済み額が１，６３４万９，６１８円。これは中国電力への工事負担金の精算

に伴う払戻金を原資としまして、元金の繰り上げ償還を行ったものと、あと起債の利子償還及び

住民公募債の利子配当金でございます。

３款諸支出金、支出済み額が２１８万円。これは自然エネルギー関連補助金の原資に充てるた

めの一般会計への繰出金でございます。

４款予備費の支出はございません。

歳出合計が、支出済み額１億４，０３２万４，２０６円、不用額が３９万３，７９４円でござ

います。

続きまして、前のページで歳入の御説明をいたします。１款財産収入の収入はございません。

２款繰越金、収入済み額が２２万３，４６８円です。

３款諸収入、収入済み額が７，２２９万４，７２２円です。これは売電収入及び中国電力への

工事負担金の精算に伴う払戻金でございます。

４款町債、収入済み額が６，８２０万円。これは系統連系の工事費に充てるための電気事業債
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でございます。

歳入合計、調定額、収入済み額ともに１億４，０７１万８，１９０円でございます。

説明は以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 上下水道課長、仲田磨理子君。

○上下水道課長（仲田磨理子君） 上下水道課長でございます。議案第６０号、平成２６年度南部

町水道事業会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２６年度南部町水道事業会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の平成２６年度南部町水道事業会計決算報告書をごらんください。まず、１ペ

ージからですが、収益的収入及び支出の収入でございます。第１款水道事業収益、決算額２億３，

２５２万８，９０２円、予算に比べます増減額、予算に対しまして５８４万７，０９８円の減額

でございます。この事業収益は、営業収益と営業外収益を合計したものでございます。

次に、２ページ、支出でございます。１款水道事業費用でございます。営業費用、営業外費用、

特別損失、予備費を合わせまして、決算額２億４，３７６万１，５４８円、予算に対します不用

額といたしまして６１万４，４５２円でございます。

次の３ページでございます。資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本的収入、こ

れは企業債の借り入れはございませんでしたが、出資金、工事負担金、国庫支出金……。固定資

産売却代金もございませんでした。を合わせまして、決算額といたしまして１億１，１７０万１

３０円、予算に比べて増減額は９４４万８，８７０円の減額でございます。

続きまして、４ページの資本的支出でございます。第１款資本的支出、これは主に水道統合事

業の建設改良費でございます。建設改良費、企業債償還金を合わせまして、決算額１億９，７１

５万２，６４０円、翌年度に繰り越す額、継続費を繰り越しますので１，３５５万５，５３２円

を繰り越しまして、予算に対する不用額といたしましては、４０６万６，０８０円でございます。

この資本的収入額が資本的支出額に不足する額８，５４５万２，５１０円は、過年度損益留保資

金で補填するものとしております。

続きまして、５ページ、平成２６年度南部町水道事業会計損益計算書でございます。この計算

書は税抜きの金額で載せております。１の営業収益です。主なものは給水収益でございます。そ

の合計は、右から２列目に書いておりますけども、１億７，４８７万８，８４３円。

２の営業費用でございます。主に施設の維持管理費、職員給与費と減価償却費でございます。

合計が１億９，３８２万３，６７３円。この営業収益と営業費用の差し引きで、営業利益が、一
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番右端でございますが、１，８９４万４，８３０円のマイナスになっております。この営業利益

と営業外収益、営業外費用の差し引きを合わせまして、下から２行目ですが、平成２６年度の経

常利益といたしましては、マイナスの９５４万１，２３７円。

次の６ページですが、過年度収益の特別損失、過年度損益修正損がございましたので、一番下

の平成２６年度当期利益といたしましては、マイナスの１，００５万５，４０８円となっており

ます。

次の７ページ、下の段ですけども、平成２６年度南部町水道事業剰余金処分計算書でございま

す。先ほどの損益を加えまして、平成２６年度の当年度末残高としましては、未処分利益剰余金

といたしまして１億３，９５２万４５３円、これが繰り越し利益剰余金となっております。

次の８ページです。平成２６年度水道事業会計貸借対照表でございます。資産の部ですが、１、

固定資産の合計が２６億６，２２６万６，７０６円。

２の流動資産です。この９ページに流動資産の合計が載っておりますけども、１億２，７２３

万６，８７８円。この流動資産と固定資産を合わせまして、資産の合計は２７億８，９５０万３，

５８４円でございます。

次、負債の部でございます。３、固定負債。この固定負債の合計は、企業債引当金合わせまし

て一番右の固定負債合計の欄ですが、１２億３，３０２万２，６０５円。

４、流動負債です。流動負債の合計は、企業債未払い金、引当金、その他流動負債を合わせま

して、右の下のほうですけども、１億８，６８９万５，６７６円です。

繰り延べ収益です。長期前受金の合計が、次、１０ページですけども、繰り延べ収益合計とな

っておりまして、７億７，１９０万５，９２０円です。

負債の合計は、その下に書いておりますけども、２１億９，１８２万４，２０１円でございま

す。これは固定負債、流動負債、長期前繰り越し収益を合計したものでございます。

資本の部でございます。資本金は、自己資本金、借入資本金を合わせまして、資本金合計４億

９，１３６万９，１７６円。

７の剰余金ですが、資本剰余金、利益剰余金を合わせまして、次の１１ページの右の下から３

番目ですけども、その数字ですが、１億６３１万２０７円。

資本の合計としましては、資本金、剰余金を合計いたしまして、５億９，７６７万９，３８３

円で、負債と資本の合計といたしましては、２７億８，９５０万３，５８４円となっております。

次、１５ページをお願いいたします。平成２６年度の水道事業報告を載せております。先ほど

説明しました詳細を載せておりますけども、平成２６年度の水道事業の総括を書いております。
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水道事業は、町民の皆様の生活の基盤であり社会経済活動を維持するために欠かせないもので

あることから、災害時にも安定的に水道水を供給できるライフラインとしての機能向上を図るた

め、簡易水道と上水道の統合の推進や水道施設の強化に取り組んできました。

平成２６年度は、平成２４年度から平成２７年度までを計画年度としております水道統合事業

の３年目として、主に馬佐良地内の送水管の布設を行いました。また、平成２５年７月の赤谷集

落の災害に対しまして、簡易水道施設の本復旧工事を２５年、２６年と実施し、完了しておりま

す。

経営面では、近年の人口減少や節水機器の普及などにより、給水収益の増加は見込めない状況

が続いておりますけども、引き続き老朽化施設の増加により修繕費などもふえております。水道

料金の見直しや経費の節減、事業の効率化を徹底し、経営の安定化⋞健全化を図ってまいりたい

と思っております。

業務の状況ですけども、平成２６年度末の給水人口は１万１，３０２人で、前年度に比べ９４

人の減少となっております。給水件数も４，００１件で、前年度に比べて８件の減少となってお

ります。年間有収水量は１１６万７，６９３トンで、前年度に比べ１万５，５５５トンの減少と

なっておりますが、有収率は８８．８％となっており、前年度よりも０．４％増加しております。

収益と収入につきましては、先ほどの数字を説明いたしましたので、詳細を書いておりますの

で、よろしくお願いいたします。

続きまして、２２ページをお願いいたします。企業債の年度末現在高でございます。上水道事

業の本年度末現在高は１０億１６８万９，６７８円、簡易水道事業の本年度末現在高は３億２，

８５１万２，３６９円で、合計しまして１３億３，０２０万２，０４７円でございます。

その次の２３ページでございます。平成２６年度末、平成２７年３月３１日のキャッシュ⋞フ

ロー計算書を載せております。一番下でございますが、資金期末残高といたしまして７，５８９

万３，９０３円となっております。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、吉原賢郎君。

○病院事業管理者（吉原 賢郎君） 病院事業管理者でございます。議案第６１号、平成２６年度

南部町病院事業会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２６年度南部町病院事業会計歳入歳出決算

を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。

平成２６年度南部町病院事業会計決算報告書をごらんいただきたいと思います。１ページをご
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らんください。１の収益的収入及び支出についてでございます。

まず、病院事業収益につきましては、医業収益と医業外収益を合わせまして、決算額２４億３，

５４６万１，９８６円。予算額に対して、１億２，４６２万４，０１４円の減額となっておりま

す。

次に、支出でございます。病院事業費用でございますが、医業費用と医業外費用、特別損失を

加えまして、決算額２５億３，５６５万８，１９２円。予算額に対しまして、４，２１８万８，

８０８円の不用額となっております。

次に、２ページをごらんください。資本的収入及び支出についてでございますが、上段の資本

的収入については、補助金、企業債を合わせまして、７，２０２万７，２１６円。予算額に対し

まして、２１６円の増額となっております。

次に、資本的支出でございますが、建設改良費、企業債償還金、貸付金を合わせまして、２億

２５３万１，１４０円。予算額に対しまして、１３３万８６０円の不用額となっております。貸

付金は、看護師育成奨学金１名分でございます。この資本的収入と資本的支出の差額は、１億３，

０５０万３，９２４円となります。この不足額は、過年度分損益勘定留保資金で補填することと

いたします。

次に、３ページの損益計算書をごらんください。この数値は税抜きでございます。

まず、１の医業収益は、入院収益、外来収益、その他医業収益を合わせまして、１９億６，２

６４万６６９円となっております。

次に、２の医業費用でございますが、給与費、材料費、経費、減価償却費、資産減耗費、研究

研修費を合わせまして、２３億２，５０８万１，８３６円でございます。したがいまして、医業

収益から医業費用を差し引いた医業利益は、マイナス３億６，２４４万１，１６７円となってお

ります。

次に、３の医業外収益でございますが、受取利息配当金、他会計補助金、患者外給食収益、そ

の他医業外収益、資本費繰り入れ収益、長期前受金戻し入れ額を合わせまして、４億６，１７６

万７６３円となっております。

４の医業外費用でございますが、支払い利息及び企業債取り扱い諸費、その他医業外費用を合

わせまして、１億２，３３１万７，８１９円となっております。

医業利益に医業外収益を加え、医業外費用を差し引きました経常利益では、マイナス２，３９

９万８，２２３円となります。

また、新会計基準を適用初年度のため、２６年度夏季賞与のうち過年度に帰属する部分に当た
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る特別損失は７，６８７万８，５８５円となり、平成２６年度の純利益は、マイナス１億８７万

６，８０８円となります。

次に、その他未処分利益剰余金変動額でございますが、これは平成２２年度に過年度の起債利

息に相当する額１億９，４９０万８，９８６円を町より補助金として受け、これまで資本の部の

剰余金に一般会計出資金として計上していたものを新会計基準の適用初年度に当たり、利益剰余

金に振りかえるものでございます。したがいまして、当年度未処分利益剰余金は、マイナス９億

８，６９４万２，５４５円となるものです。

次に、４ページをごらんください。平成２６年度南部町病院事業剰余金計算書でございます。

資本金と剰余金の変動額を表にしております。表の左中段にあります当年度変動額をごらんくだ

さい。新会計基準の適用による資本金では借入資本金、剰余金では資本剰余金の補助金、一般会

計出資金、利益剰余金では未処分利益剰余金が区分変更となりました。表の右端から３列目の未

処分利益剰余金の欄をごらんください。前年度の残高に当年度の会計制度変更に伴う変動額と純

利益を加えますと、当年度末未処分利益剰余金は、マイナス９億８，６９４万２，５４５円とな

り、これを下段の平成２６年度南部町病院事業剰余金処分計算書（案）のとおり、翌年度に繰り

越しいたします。

次に、５ページをごらんください。平成２６年度南部町病院事業会計キャッシュ⋞フロー計算

書でございます。業務活動によるキャッシュフローは、マイナス６６０万８，７９５円、投資活

動によるキャッシュフローは、７，２８２万４，４６５円、また財務活動によるキャッシュ⋞フ

ローは、マイナス１億９，２６８万３，００８円となり、資金減少額は、１億２，６４６万７，

３３８円でございます。したがいまして、資金期末残高は、７，４１９万７，１９８円でござい

ました。

次に、６ページの貸借対照表をごらんください。まず、資産の部でございますが、固定資産は、

３８億４，７５５万４，８０６円。

２の流動資産は、５億４，１０２万４，５３５円。

資産合計は、４３億８，８５７万９，３４１円となります。

７ページの負債の部でございますが、４の固定負債は、３６億４３６万８，４９０円となりま

す。

５の流動負債は、４億６２１万３，０４７円。

６の繰り延べ収益は、３億６，９５７万１円。

したがいまして、負債合計は、４３億８，０１５万１，５３８円となります。
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資本の部でございますが、８ページをごらんください。７の資本金は、６億４，８３１万４，

１８５円となっております。

８の剰余金ですが、１の資本剰余金は、３億２，７６４万１６３円となります。

次に、２の利益剰余金でございますが、マイナスの９億６，７５２万６，５４５円となります。

剰余金合計は、△の６億３，９８８万６，３８２円となります。

資本合計は、８４２万７，８０３円となります。

負債資本合計は、４３億８，８５７万９，３４１円となります。

９ページ、１０ページは、決算における財務諸表等の政策における注記を掲載しております。

１１ページからでございますが、平成２６年度南部町病院事業報告書となっておりますので、

ごらんください。

平成２６年度決算では、病院事業収益と病院事業費用の収支は、１億８７万６，８０８円の赤

字の決算でございました。高齢化、人口減少による患者数の伸び悩みの中、診療報酬改定に対応

し、適正算出による増出、経費の節減努力を行いましたが、消費税率引き上げなど病院経営を取

り巻く環境がますます厳しくなり、地方公営企業法会計基準の見直しの影響もあり、減価償却費

を初めとする経費の膨らみを吸収することに至りませんでした。しかしながら、今後も国が推進

する在宅医療への支出や医療費の適正化など、さらに病院経営を取り巻く環境は厳しくなると思

われます。

町立病院として行政との連携を十分に図り、西伯病院の担う役割を明確にして地域の皆さんの

健康増進に寄与していかなければならないと考えております。御審議のほど、よろしくお願いい

たします。

続きまして、議案第６２号の平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計歳入歳出決算の認定に

ついてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。

別冊の平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計決算報告書をごらんいただきたいと思います。

まず、１ページでございます。１の収益的収入及び支出についてでございますが、在宅生活支

援事業収益については、訪問看護収益とその他収益を合わせまして、決算額３，１２３万７２２

円。予算に対しては、２１１万９，７２２円の増額でございます。

次に、支出でございます。在宅生活支援事業費用でございますが、訪問看護費用と特別損失を

合わせまして、決算額３，０８２万７，１５３円。予算額に対しまして、１１６万２，１５３円
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の不用額となっております。

詳細につきましては、１１ページの南部町在宅生活支援事業会計収益費用明細書がございます

が、説明は省略させていただきます。

次に、２ページの損益計算書をごらんいただきたいと思います。この計算書は、税抜きで作成

しております。

１、訪問看護収益は、居宅介護収益、訪問看護療養収益、その他収益を合わせまして、３，１

２２万４，４８２円となっております。

次に、訪問看護費用でございますが、給与費、材料費、経費を合わせまして、２，９１２万９

７５円でございます。

差し引き、訪問看護利益でございますが、２１０万３，５０７円となっております。

次に、３のその他収益でございますが、受取利息配当金として６，２４０円となっております。

４のその他費用でございますが、雑費が６万２，０２５円となっております。

５の特別損失は、１６４万４，１５３円でございます。これは地方公営企業会計基準の見直し

により、２６年度夏季賞与のうち過年度に帰属する部分に当たるものでございます。したがいま

して、当年度の純利益は、４０万３，５６９円ということになります。

３ページの平成２６年度南部町在宅生活支援事業剰余金処分計算書をごらんください。前年度

未処分利益剰余金１，１４６万５，０２７円に当年度純利益４０万３，５６９円を加えまして、

当年度未処分利益剰余金は１，１８６万８，５９６円となり、下段の平成２６年度南部町在宅生

活支援事業剰余金処分計算書（案）のとおり、翌年度に繰り越しをしたいとするものでございま

す。

続きまして、４ページでございますが、平成２６年度南部町在宅生活支援事業会計キャッシュ

⋞フロー計算書でございます。業務活動によるキャッシュフローは中ほどに記載してございます

が、１７４万１，４２９円でしたので、資金期末残高は、８００万４，５２３円となっておりま

す。

次に、５ページは、貸借対照表でございます。資産の部でございますが、固定資産はございま

せん。

流動資産は、現金預金、未収金を合わせまして、１，３６７万５４３円となっております。こ

の額が資産合計でございます。

６ページの負債の部でございますが、固定負債はございません。

流動負債は、未払い金が９万９，３３７円と賞与引当金１７０万２，６１０円を合わせまして
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１８０万１，９４７円となり、この金額が負債合計となっております。

次に、資本の部でございます。資本合計は１，１８６万８，５９６円となっており、負債資本

金合計額は、１，３６７万５４３円となります。

７ページには、注記を記載しておりますのでごらんください。

８ページから１０ページは、平成２６年度南部町在宅生活支援事業報告書となっております。

平成２６年度本会計は、地方公営企業会計の基準の見直しに伴う特別損失の計上による影響も

ありましたが、業務量は安定しており、黒字決算で締めくくることができました。高齢化の進展

により在宅支援型医療が推進される中、在宅医療提供体制の中核機能として引き続き在宅で利用

する患者様の安定した看護、介護を提供できるよう努めてまいります。

以上、審査のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） お諮りします。ここで暫時休憩をとりたいと思います。再開は４時２０

分からいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

午後４時０８分休憩

午後４時２０分再開

○議長（秦 伊知郎君） それでは、再開いたします。

平成２６年度一般会計、特別会計及び事業会計について、決算審査の意見書が提出されていま

すので、審査の結果について須山代表監査委員の報告を求めます。

須山代表監査委員。

○監査委員（須山 啓己君） 監査委員の須山でございます。南部町９月定例議会を迎えまして、

地方自治法第２３３条第２項の規定に基づきまして、８月３１日付で提出をいたしました平成２

６年度の南部町一般会計、特別会計並びに事業会計の決算監査の結果及び監査意見について報告

をいたします。

報告の前に、１点ちょっと間違いがございますので、訂正したいと思います。意見書を提出し

ておりますけれども、意見書の中の８ページの水道事業会計の審査意見の３番目のちょうど中ほ

どに当たりますけれども、公共料金の「差意是正」という文言ございますけど、その差意の

「意」が間違っておりまして意見の「意」が書いてありますけども、正しくは「異なる」という

字でございますので、訂正をお願いいたします。

それでは、報告をいたします、審査の概要から。

決算の審査に当たりましては、平成２７年７月１３日から８月６日までの１２日間、南部町役
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場法勝寺庁舎におきまして、細田監査委員とともに審査を実施いたしました。

審査の対象は、平成２６年度の一般会計及び特別会計並びに事業会計と、財政健全化法に規定

する財政健全化判断比率及びその算定基礎書類でございます。

次に、審査の概要でございますが、審査対象の審査に当たりましては、１つ、決算の計数は正

確か。２つ、予算の執行は効率的かつ的確になされているか。３つ、収入、支出事務は、適正に

執行されているか。４つ、財産の取得、管理及び処分は適正か。５つ、財政指標の算定に正確性

及び客観性があるかなどの諸点について、関係諸帳簿及び証拠書類の照合精査をするとともに、

関係書類の提出を求め、関係部署の説明を聴取し、慎重に実施をいたしました。

審査のために説明を求めた部局は、町長部局及び教育委員会事務局、農業委員会事務局、議会

事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、病院事務局でございます。

次に、審査の結果について報告をいたします。

１、審査計数の状況でございます。町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳

簿及び証拠書類を照合審査した結果、決算計数はいずれも符合して誤りのないものと認めました。

また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合して誤りの

ないことを確認をいたしました。

次に、一般会計、特別会計について。一般会計、特別会計の概要でございます。一般会計の決

算額は、歳入が７５億５，０６０万２，０００円、歳出が７３億２３４万４，０００円でありま

した。また、特別会計におきましては、歳入が２２億３，５１８万１，０００円、歳出が２２億

５４８万円でありました。

各会計別実質収支では、一般会計が１億６，７１９万３，０００円、特別会計では、住宅資金

貸し付け会計が６７万４，０００円、国民健康保険会計が２，４２９万９，０００円、太陽光発

電会計が３９万４，０００円、後期高齢者医療会計が１９万４，０００円、公共下水道会計が１

６３万８，０００円、農業集落排水会計が１８３万６，０００円、浄化槽会計が６６万６，００

０円となっております。このほか墓苑会計の実質収支はゼロ円でありました。

会計別決算額の対前年度伸び率において特徴的なものは、一般会計の歳入は３．７％の増、歳

出が３．４％の増ではありますが、墓苑会計の歳入では４９．２％の減、歳出が４９．２％の減、

太陽光発電会計の歳入は７２．０％の減、歳出が７２．０％の減となっております。なお、住宅

資金貸し付け会計の歳入は１５．２％の増、歳出は１２．３％の減、浄化槽会計の歳入は１０．

９％の増、歳出は９．８％の増となっております。

一般会計と特別会計を合わせた平成２６年度の歳入総額は、９７億８，５７８万３，０００円
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（対前年度比で３．０％の減）、歳出総額は９５億７８２万４，０００円（対前年度比で３．６

％の減）の財政規模でありました。

一般会計について見ますと、前年度と比較して歳入の増額の大きなものは、町税が２，６３３

万円、地方消費税交付金が２，３０３万４，０００円となっております。これに対し、歳入の減

額の大きなものは、繰入金が１億７，３０９万１，０００円、繰越金が６，９７９万９，０００

円であります。

歳出の性質別支出で増額の大きなものは、普通建設事業が５億１，８６９万７，０００円、災

害復旧事業が８，４９６万１，０００円、扶助費が７，９９１万３，０００円となっております。

これに対し、歳出の減額の大きなものは、積立金が１億９，７３６万４，０００円、繰出金が１

億４，８０７万９，０００円、投資及び出資貸付金が１億３，２２４万円となっております。

一般会計、特別会計の審査意見でございます。

１、一般会計の経常収支比率は、平成２６年度は８５．５％と前年度と比較し０．７％増と、

やや悪化をしました。平成２０年度以降おおむね改善傾向で推移をしておりましたが、再び上昇

に転じております。税収は人口減に伴い減少していくことが想定されます。また、一本算定によ

る減額は、当初の想定よりは少なくなる見込みとはいえ、減額となることに変わりはございませ

ん。経常的支出の削減は困難を伴うと推測をされますが、財政運営の柔軟性を確保するためにも、

経常収支比率８０％以下の目標を常に意識し、改善に取り組んでいただきたい。

２、一般会計の財政力指数は、平成１９年度の０．２９２をピークに低下をしていましたが、

平成２６年度は０．２６２と前年度と比べ、若干ではありますが、改善がなされました。固定資

産税等の増によるものですが、自主財源の拡大には産業の活性化や人口増加等の施策が必要であ

り、決して容易なことではありませんけども、町財政の健全性を高めるためにも全組織的な課題

として今後とも全力で改善に取り組んでいただきたい。

３、公債費負担比率は、平成２６年度は１７．０％であり、前年度に比較し１．３％悪化をし

ました。主にすみれこども園の建設によるものですけれども、一般財源の使途の自由度が損なわ

れることになるため、歳入とのバランスをとりながら負担比率の低減に向けても努力をしていた

だきたい。

４、本年度、新たに積み立てられた基金は２億４，４５０万円、取り崩した基金は５，４０２

万６，０００円であり、平成２６年度末の基金残額は３７億７，７５３万１，０００円となりま

したが、これは合併以来の最高の残高であります。使途が定められた基金もありますが、基金の

活用法については熟慮され、有効な施策の実施と健全な財政運営を両立していただきたい。
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５、地方債残高は年々減少し、前年度には過去最低を記録いたしましたが、２６年度では前年

度に比べ、９，５５７万４，０００円（前年度比で１．３％）増の７３億６，２０７万１，００

０円となりました。子育て支援施策である「すみれこども園」改築という大きな事業を実施した

ためにやむを得ない面もありますが、地方債残高の減少は実質公債費比率や公債費負担比率の改

善につながるものであるので、引き続き削減に留意をしていただきたい。

６、平成２６年度に住民監査請求のあった「ゆうらくの施設無償譲渡」と「施設用地の筆数誤

り」の２事案について、現在住民訴訟がなされております。全国的にも住民監査請求と、それに

続く住民訴訟は増加傾向にあります。住民の町政への関与と関心が高くなっているあかしとも言

えます。価値観の違いや意見の対立する施策は多々存在いたしますけれども、施策実施の背景や

必要性について、理解を得るに足りる説明が不足していたことも住民訴訟の一因と考えられます。

法令上誤りのない処理は当然でありますが、住民への丁寧な説明に十分配慮していただきたい。

７、予算の執行率において、非常に低いものが散見されます。本来予算は、その事業が必要で

ある、もしくは実施したいものとして起案され、議会としても必要なものとして判断し、議決さ

れたものであります。実績予測が困難でやむを得ず低い執行率となっているものもありますが、

予算の執行に関しては最大限努力され、また予算額についても十分に精査され、低執行率事業の

低減を図っていただきたい。

８、全国的な問題でもありますが、町内の各所で耕作放棄地が見受けられます。非常に残念に

感じるとともに、この資源を何とか有効活用できないものかと考えます。自然環境の保全と農業

の活性化は町の重要課題であるとの認識を全町で共有し、地方創生会議のアイデア等も参考にさ

れ、若者が農業への意欲を持てるような魅力のある施策を企画し、活性化の実施計画を作成をし

ていただきたい。

９、広域林道整備事業については、平成２６年度末において進捗率は６８．７％となっていま

す。平成２２年にも述べましたが、南部町が今後林業をどのようにしようとしているのか将来展

望が見えません。高齢化と人口減が進行する中、広域林道の整備が町にとって今後真に必要なも

のなのか、その事業効果についていま一度検証され、本事業の継続についてもその是非を再度精

査をしていただきたい。

３番、滞納に関する審査意見でございます。

１、滞納における収入未済額については、一般会計では町民税、固定資産税、軽自動車税、保

育料、公営住宅使用料、学校給食費、放課後児童健全育成負担金等で計上されており、また、特

別会計では国民健康保険税、住宅資金貸付金、宅地貸付金、下水道分担金⋞使用料、農業集落排
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水分担金⋞使用料、浄化槽分担金⋞使用料等で計上をされております。現年度及び過年度の滞納

総額は２億３，１５５万１，０００円であり、前年度の２億３，０９６万８，０００円と比較し

て、５８万３，０００円増加をしております。

２、過年度の徴収率は、住宅貸付金が１．９％、宅地貸付金が２．３％、農業集落排水分担金

が６．３％と、いずれも１０％を下回る低い徴収率に終わっております。税等の公平性確保の観

点から、過年度分の徴収率改善につきましても最大限の努力をしていただきたい。

３、昨年に引き続き、本年度も１８２万８，０００円の不納欠損処理（国民健康保険税を含

む。）を行っております。本来は南部町の歳入となるべき収入の減少であり、好ましいことでは

ございません。その執行に際しては、未収金管理、滞納整理など、徴収事務全般について各課が

連携することにより、不納欠損額の低減を図っていただきたい。

３、財政健全化判断比率について。町長より提出されました基礎書類等に基づき、健全化判断

比率及び資金不足比率について審査を行いました。

健全化指標に関する監査意見でございます。

１、実質赤字比率について。平成２６年度の実質赤字比率は、実質収支が黒字であったため、

算出はされませんでした。

２、連結実質赤字比率について。全会計を連結した連結実質赤字額が発生しなかったことから、

連結実質赤字比率は算定をされておりません。

３、実質公債費比率について。平成２６年度の実質公債費比率は１０．９％となっており、早

期健全化基準の２５．０％と比較すると、これを下回っております。また、平成２５年度と比較

すると、１．０％の改善がなされております。

４、将来負担比率について。平成２６年度の将来負担比率は３７．８％となっており、早期健

全化基準の３５０．０％と比較すると、大きくこれを下回っておりますが、平成２５年度と比較

すると、若干の増加が認められます。

５、資金不足比率について。水道事業会計、病院事業会計、在宅生活支援事業会計、農業集落

排水事業特別会計、浄化槽整備事業特別会計、公共下水道事業特別会計、太陽光発電事業特別会

計とも資金不足額は計上をされておりません。経営健全化基準の２０．０％と比較すると、これ

を下回っております。

それぞれの指標につきまして、早期健全化の基準内であることを確認いたしました。今後にお

きましても、公営企業の事業経営の安定化を図りつつ、人口減による税収の減少や交付税の減少

に対応できる財政とするため、引き続き財源確保や事業の効率化、経費節減など、計画的な財政
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運営に取り組んでいただきたい。

４、水道事業会計について。（１）水道事業会計の概要でございます。収支決算では、１，０

００５万４，０００円の損失、特別損失を考慮しますと、９５４万円の当年度純損失が計上をさ

れております。

総収益は、平成２５年度の１億８，２２０万２，０００円に対し、平成２６年度は２億１，９

６７万２，０００円で、２０．６％の増となっております。このうち営業収益は、平成２５年度

の１億７，３３２万７，０００円に対し、平成２６年度は１億７，４８７万９，０００円で、０．

９％の増となっております。

総費用では、平成２５年度の１億８，８５６万４，０００円に対し、平成２６年度では２億２，

９２１万２，０００円で、２１．６％の増となっております。営業費用では、平成２５年度の１

億５，５８２万８，０００円に対し、平成２６年度は１億９，３８２万３，０００円で、２４．

４％の増となっております。

収益的収入及び支出で主なものは、営業収益の給水収益１億７，０９８万９，０００円の収入

と、営業費用の減価償却費１億１，１５７万１，０００円、営業外費用の起債償還利息２，９３

２万６，０００円の支出でありました。

水道事業会計の審査意見でございます。

１、有収率は８８．８％（前年度８８．４％）と昨年度に比較し、若干高くなっております。

目標である９０％以上に向け、今後も漏水等の不明水解消に努めていただきたい。また、布設管

や施設の老朽化も見られることから、長期的視野に立って計画的な改修を検討をしていただきた

い。

２、未収金は現年度分が２４３万９，０００円、過年度分が１，４２４万２，０００円であり

ます。前年度に比べて現年度分の徴収率は改善されていますが、過年度分の徴収率が低下してい

るのが懸念をされます。今後も公共性確保の観点からも徴収率の改善に努めていただきたい。

３、限られた水道料金と、水道水を供給するための施設維持経費である水道事業において、健

全な水道事業会計とするために料金改定が行われました。西伯簡易水道料金が引き下げられ、西

伯上水料金と同じ料金となったことは、公共料金の差異是正への前進であり、評価をしたいと思

います。また、さらなる水道料金の統一に向けて努力をされているところでもありますが、水道

水の安全性を確保しながら、新たな上野水源の最大利用や落合浄水場の稼働抑制など、供給コス

トの削減を追求しながら料金の適正化も図っていただきたい。

５、病院事業会計。病院事業会計の概要でございます。当年度純利益で見ると、平成２５年度
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の２５４万４，０００円の純利益に対し、平成２６年度は１億８７万７，０００円の純損失とな

っております。

総収益は、平成２５年度の２３億７，４９５万５，０００円に対し、平成２６年度は２４億２，

４４０万１，０００円で、２．１％の増となっています。その主体をなす医業収益では、平成２

５年度の１９億３，７２１万６，０００円に対して、平成２６年度では１９億６，２６４万１，

０００円で、１．３％の増となっております。

総費用では、平成２５年度の２３億７，２４１万１，０００円に対し、平成２６年度は２５億

２，５２７万８，０００円で、６．４％の増となっております。その主体をなす医業費用では、

平成２５年度の２２億４，６３１万９，０００円に対し、平成２６年度は２３億２，５０８万２，

０００円で、１３．５％の増となっております。

病院事業会計の審査意見。

１、病院経営の基幹となる医業収益が、平成２５年度の１９億３，７２１万６，０００円に対

し、平成２６年度は１９億６，２６４万１，０００円となり、若干増加をしております。医業費

用は、平成２５年度の２２億４，６３１万９，０００円に対し、平成２６年度は２３億２，５０

８万２，０００円と増加をしております。医業費用の増加は、主に会計処理の変更に伴う特別損

失の計上と給与費の増加が主な要因であります。医業利益を改善するためにも医業費用を抑制し

つつ、医業収益の増加についても大いに検討していただきたい。

２、前年度に比べ、入院患者数は１１９人減の６万２，５６８人、外来患者数は３，００７人

減の６万３，１１９人と入院、外来ともに減少となっております。特に外来患者数の減少が著し

い。病床利用率の低下は医業収益に大きく影響し、また外来患者の減少は受診者の範囲を狭める

ことにもつながりかねず、早急な対策が必要であると思います。

３、西伯病院の医療活動が住民に理解され、安心と信頼がもたらされるよう努力されてるとこ

ろでありますが、「がん征圧宣言」の町として、各種がん検診の受診率が上がっていることは評

価できます。そのほか生活習慣病等の予防検診にも積極的に取り組まれ、住民の健康維持と疾病

の早期治療に尽力をしていただきたい。

４、医療制度改革は２年に１回実施され、その都度医療制度も変更となります。国の医療制度

の動向を十分に研究され、制度改革に積極的に対応することで、医業収益の改善を図り、さらな

る経営の強化と安定を図っていただきたい。

６、在宅生活支援事業会計について。在宅生活支援事業会計の概要でございます。収支決算で

は、４０万４，０００円の利益が計上され、黒字決算となっていることは評価できます。
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総収益は、平成２５年度の２，８５８万円に対し、平成２６年度は３，１２２万４，０００円

で、９．３％の増となっております。

総費用は、平成２５年度の２，７６８万１，０００円に対し、平成２６年度では２，９１８万

３，０００円であり、５．４％の増となっております。

訪問看護収益を前年度と比較しますと、収益では居宅介護が１，１６９万円でほぼ同額、訪問

看護療養が１，８９１万４，０００円で、１２．１％の増となっております。費用で見ると、訪

問看護費用が２，９１２万１，０００円で、５．５％の増となっております。患者数では、居宅

介護が１，４４３人で３．１％増加し、訪問看護療養については１，８４３人で、７．５％増加

をしております。全体としては３，２８６人であり、昨年度に比べ１７１人、５．５％増加をし

ております。

在宅生活支援事業会計の審査意見。

１、患者数が大幅に増加した結果、収益の黒字化が図られており、関係者の努力を評価いたし

ます。今後も患者数の変化や患者のニーズに対応できるよう弾力的な運営を模索され、事業的に

も収支的にも安定した事業となるよう努力していただきたい。

２、地域の要請に対し、現在の陣容でどの程度カバーできるのか、今後の陣容はどうあるべき

かの検討をお願いいたします。医療支援を目的とする本事業が、住みなれた地域での生活を望む

住民に安心を提供できる意味は大きいと考えます。今後は在宅生活支援を必要とされる方の増加

が考えられることから、西伯病院や他の地域医療機関をバックとした医療と福祉の連携を強化し、

安心感を伴った生活支援を提供できる事業として、その地位を確立していただきたい。以上でご

ざいます。

○議長（秦 伊知郎君） これで監査報告を終わります。

⋞ ⋞

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これで延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日８日の会議に議事を継続いたします。定刻より引き続き議案審査を行う予定であり

ますので、御参集をお願いいたします。本日は御苦労さんでした。

午後４時５３分延会
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